
昭和３８年８月２３日
第三種郵便物認可 神 奈 川 県 保 険 医 新 聞 （毎月３回５の日発行）（ ） 2025 年 1 月 25 日1 第 2276 号

協会ホームページ内「会員ページ」を利用する際は、ユーザー名、パスワードが必要です。ご存知のない方は事務局までお問合せください（ ℡ 045-313-2111）。

いい医療.com～神奈川県保険医協会ホームページ～ 

http://iiiryou.com/

　

日
々
の
日
常

で
、
コ
ロ
ナ
禍
前

と
後
と
で
い
ろ
ん

な
流
れ
が
変
わ
っ

た
。
医
療
現
場
で

も
同
様
で
あ
る
。

当
院
で
は
特
に
、

が
ん
検
診
の
受
診
率
が
下
が
っ

た
こ
と
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
最
近
の
物
価
高
な
ど
他
の

要
因
も
あ
る
と
思
う
が
。
今

回
、
横
浜
市
の
が
ん
検
診
の
一

部
が
令
和
７
年
１
月
か
ら
や
り

方
及
び
検
診
間
隔
が
変
更
に
な

っ
た
▼
も
ち
ろ
ん
、
エ
ビ
デ
ン

ス
に
の
っ
と
っ
て
検
診
方
法
の

変
更
と
な
っ
た
と
思
う
が
、

元
々
コ
ロ
ナ
前
で
す
ら
低
か
っ

た
検
診
率
が
コ
ロ
ナ
後
は
さ
ら

に
減
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

高
い
検
診
率
で
あ
れ
ば
理
論
的

に
は
検
診
方
法
の
変
更
は
理
想

的
で
あ
る
と
思
う
が
、
検
診
率

が
低
い
ま
ま
で
は
、
そ
の
効
果

は
い
か
ほ
ど
か
と
思
う
。
ま

た
、
今
回
は
急
な
変
更
で
も
あ

っ
た
た
め
、
開
業
医
へ
の
説
明

会
で
横
浜
市
か
ら
市
民
へ
の
が

ん
検
診
方
法
の
変
更
の
周
知
が

不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
懸
念
す

る
声
が
あ
が
っ
て
い
た
▼
現

在
、
国
民
に
余
裕
が
な
い
た
め

か
以
前
よ
り
も
疾
病
予
防
に
対

す
る
意
識
が
低
く
な
っ
て
い
る

気
が
す
る
。
本
来
、
検
診
の
や

り
方
を
変
更
す
る
よ
り
も
、
低

い
検
診
率
を
上
げ
る
方
策
を
考

え
て
ほ
し
い
と
思
う
。
予
防
を

強
化
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
健

康
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
と
思

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
場

の
声
を
拾
い
上
げ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
▼
こ
れ
は
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
、
マ
イ
ナ
保
険

証
、
レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
で
も
同
様
で
あ
り
、
国
お

よ
び
自
治
体
は
現
場
の
声
（
国

民
の
声
）
を
き
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。

（
Ａ
Ｓ
）

神奈川県保険医協会会員数（1月17日現在）

6,538名 　医科：3,955名  歯科：2,583名

※協会未入会の方をご紹介ください。ご連絡は、協会組織部まで。

「窓口負担“ゼロの会”」へのご賛同を
2面

3面

7面

〈もしもし税経部〉人材派遣と人材紹介の違いとは？

算定会員に聞く！ 生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）

 それぞれの利点

①〈シネマ考〉「公民権運動拡大のきっかけに」

　　　　　　　　　横浜市金沢区・関口 武三郎先生

②〈参加記〉味噌づくり体験 藤沢市・齋藤 肇先生

今号のピックアップ

園田栄太郎
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右から（医師会）赤羽副会長、（同）戸塚会長、（協会）田辺理事長、（同）澤田理事

医
療
の
非
営
利
原
則
の
侵
害
に
警
鐘

一
般
社
団
法
人
開
設
の
陥
穽
を
衝
く

医
療
政
策
研
究
室
「
論
考
」
第
４
弾

『月刊保険診療』に寄稿掲載
ベア評価料算定の全国状況を詳述

医
療
費
の
決
め
方
を

根
本
か
ら
変
え
る
必
要
が
あ
る

　

政
策
部
は
１２
月
１６
日
、
磯
崎
政
策
部

長
談
話
「
マ
イ
ナ
保
険
証
対
応
『
免
除
』

の
医
療
機
関
は
一
定
数
あ

る
／
保
険
者
へ
の
電
話
資

格
確
認
に
、
従
来
通
り
誠

実
な
対
応
の
徹
底
を
求
め

る
」
を
発
表
（
４
面
）
。

厚
労
省
、
日
医
、
日
歯
、

マ
ス
コ
ミ
、
国
会
議
員
な

ど
に
送
付
を
し
た
。

　

談
話
は
、
マ
イ
ナ
保
険

証
対
応
と
な
る
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
義
務
化
の

「
対
象
外
」
の
医
療
機
関

が
全
国
に
約
７
千
５
０
０

医
療
機
関
あ
り
、
月
に
１

０
０
万
人
の
患
者
を
診
て

い
る
と
提
示
。
こ
の
存
在

が
忘
れ
去
ら
れ
、
マ
イ
ナ

保
険
証
絶
対
主
義
が
は
び

こ
っ
て
い
る
と
問
題
視

し
、
ト
ラ
ブ
ル
例
を
挙
げ
、
そ
の
是
正

を
求
め
て
い
る
。

　

医
療
機
関
は
従
来
、
保
険
証
を
忘
れ

た
患
者
の
保
険
証
の
記
号
番
号
が
過
去

の
受
診
歴
か
ら
判
る
場
合

に
、
保
険
者
へ
電
話
照
会

す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
マ
イ
ナ
保

険
証
移
行
を
機
に
、
電
話

照
会
へ
返
答
を
渋
る
不
誠

実
な
対
応
が
出
て
お
り
、

無
用
な
時
間
が
割
か
れ
て

い
る
と
談
話
は
指
摘
。
横

浜
市
の
歯
科
医
院
が
、
従

来
ル
ー
ル
の
変
更
が
な
い

こ
と
を
念
押
し
し
、
資
格

が
有
効
で
あ
る
と
の
回
答

を
や
っ
と
の
思
い
で
得
た

顛
末
を
紹
介
。
こ
の
是
正

と
従
前
対
応
の
徹
底
を
厚

労
省
、
関
係
方
面
に
求
め

て
い
る
。

　

談
話
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
大
阪
協
会
理
事
長
、
山
口
・

富
山
各
協
会
な
ど
か
ら
反
響
が
あ
っ
た
。

　

医
療
政
策
研
究
室
は
１２
月
１０

日
、
第
４
弾
の
論
考
「
医
療
の

営
利
性
問
題
へ
厚
労
省
の
対
応

が
肝
要
な
時
代
／
一
般
社
団
法

人
の
母
体
企
業
や
ト
ン
ネ
ル
型

診
療
所
へ
留
意
を
」
を
発
表
、

厚
労
省
、
日
医
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど

関
係
方
面
に
送
付
し
た（
５
面
）
。

　

論
考
は
、
一
般
社
団
法
人
を

企
業
が
隠
れ
蓑
に
し
た
自
由
診

療
の
美
容
医
療
を
中
心
に
、
医

療
機
関
が
存
在
せ
ず
と
も
成
り

立
つ
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
ビ
ジ

ネ
ス
」
や
、
既
存
診
療
所
を
傀

儡
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
往
診
ビ

ジ
ネ
ス
」
に
触
れ
、
医
療
界
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
。

　

企
業
な
ど
非
医
師
に
よ
る
医

療
機
関
経
営
の
方
法
を
指
南
す

る
税
理
士
や
弁
護
士
な
ど
の
コ

ン
サ
ル
の
跋
扈
の
ほ
か
、
処
方

箋
な
し
で
医
療
用
医
薬
品
が
購

入
で
き
る
「
零
売
」
薬
局
な
ど

医
師
不
在
の
医
療
提
供
の
危
険

性
に
つ
い
て
も
説
い
て
い
る
。

　

論
考
は
、
こ
の
間
、
厚
労
省

の
検
討
会
で
問
題
に
な
っ
た
初

期
研
修
を
終
え
す
ぐ
に
美
容
外

科
に
進
む「
直
美
」
な
ど
で
の

「
ぼ
っ
た
く
り
」
や
、
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
・
バ
イ
ト
等
が
、
既
に
拡

散
状
況
に
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
、
厚
労
省
に
よ
る
法
整
備
と

状
況
の
統
御
を
求
め
て
い
る
。

　

論
考
へ
は
横
倉
義
武
・
日
医

名
誉
会
長
、二
木
立
・
日
福
大
名

誉
教
授
、
宮
下
紘
・
中
央
大
教

授
、
弁
護
士
、
東
洋
経
済
、
東
京

内
科
医
会
、日
医
元
役
員
、
医
療

制
度
研
究
会
理
事
長
、
大
阪
・
兵

庫
・
長
崎
各
保
険
医
協
会
理
事
長
・

会
長
な
ど
か
ら
反
響
が
あ
っ
た
。

横浜市医師会と懇談横浜市医師会と懇談

　

横
浜
市
医
師
会
と
の
懇
談
が
１１
月
２３
日

（
土
）、
横
浜
ベ
イ
シ
ェ
ラ
ト
ン

ホ
テ
ル
＆
タ

ワ
ー
ズ
で
開
催
さ
れ
た
。
横
浜
市
医
師
会
か
ら

戸
塚
会
長
、
赤
羽
副
会
長
が
出
席
。
協
会
か
ら

は
田
辺
理
事
長
と
澤
田
理
事
が
出
席
し
た
。

　

田
辺
理
事
長
か
ら
今
次
診
療
報
酬
改
定
の
問

題
点
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、懇
談
に
入
っ
た
。

　

戸
塚
会
長
か
ら
「
ご
説
明
い
た
だ
い
た
診
療

報
酬
の
件
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま

で
は
や
め
る
ド
ク
タ
ー
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
」

と
認
識
を
示
し
た
。
併
せ
て
「
財
務
省
か
ら
示

さ
れ
た
限
ら
れ
た
財
源
枠
の
中
か
ら
診
療
報
酬

を
決
め
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
だ
。〝
根
本

か
ら
変
え
な
い
と
財
源
が
確
保
で
き
な
い
〟
と

思
い
、
国
会
議
員
に
働
き
か
け
て
い
く
」
と
決

意
を
示
さ
れ
た
。

　

懇
談
は
今
次
改
定
の
他
、
医
療
情
報
共
有
の

問
題
や
最
近
の
開
業
形
態
の
問
題
、
医
療
従
事

者
確
保
の
問
題
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

　

今
後
、
定
期
的
に
懇
談
を
行
っ
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
て
会
を
終
え
た
。

「免除」医療機関の照会方法は不変
保険者の誠実対応を

マイナ保険証絶対主義に一矢
政策部長談話

　このほど、『月刊 保険診療』12

月号で、医療政策研究室が寄稿し

た「ベースアップ評価料、病診で

届出格差が顕著／診療所24％、

病院82％、賃金改善に資さず」が

TRENDページとして掲載された。

　この掲載は二木立・日本福祉大

学名誉教授の推薦によるもの。原

稿は過日発表の「論考」を下地に

圧縮し、部分加筆・修正したもの。

　べ―スアップ評価料の全国的な算定状況を明らかにし、賃上げ専

用点数の問題性を説くとともに、経営改善の次善策として採用する

場合、算定要件や書式の大胆な簡略化が必要と説いている。

　医療政策研究室が作成した論文の他誌での掲載は初めてとなる。

9割弱が9割弱が「「再改定を求める」再改定を求める」
歯科の厳しい現状が鮮明に

・ 補管を外した分が他の実用的な点数UPに繋がっていないと感じる。初再診料はもっ
と上げるべきだった。

・ ベースアップは各医院が考えること。評価料という項目はいらない。初再診料を上
げて。とにかく施設基準が複雑。名称も長々と呪文みたい。もっと単純化してほしい。
算定しやすくしてほしい。

 （次号にて今次歯科診療報酬改定等に関する会員アンケート結果を掲載予定）

『月刊保険診療』12月号

医療政策研究室
だより Vol.4
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１２
月
２７
日
に
令
和
７
年
度

（
２
０
２
５
年
度
）
税
制
改

正
大
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
。
衆
院
選
で
少
数
与
党
と

な
り
、
国
民
民
主
党
と
の
協

議
を
重
ね
る
異
例
の
形
で
ま

と
め
ら
れ
た
が
、
焦
点
の
所

得
課
税
最
低
ラ
イ
ン
は
合
意

に
至
ら
ず
、
１
２
３
万
円
へ

の
引
き
上
げ
が
示
さ
れ
た
。

基
礎
控
除
の
最
高
額
４８
万
円

と
給
与
所
得
控
除
の
５５
万
円

が
、
各
々
１０
万
円
ず
つ
引
き

上
げ
ら
れ
る
。
国
民
民
主
党

は
最
低
賃
金
の
伸
び
率
を
根

拠
に
１
７
８
万
円
へ
の
引
き

上
げ
を
要
求
し
て
お
り
、
与

党
税
制
大
綱
に
協
議
の
続
行

が
記
載
さ
れ
た
。
控
除
額
の

引
き
上
げ
は
医
院
ス
タ
ッ
フ

の
就
業
調
整
に
多
少
プ
ラ
ス

に
働
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、

同
時
に
税
収
減
と
も
な
る
。

税
収
に
し
て
、
１
２
３
万
円

で
は
６
千
億
～
７
千
億
円

の
、
１
７
８
万
円
で
は
８
兆

円
の
減
収
が
見
込
ま
れ
て
い

る
。
診
療
報
酬
の
４
分
の
１

は
国
費
が
占
め
る
。
昨
今
の

物
価
高
騰
に
加
え
、
参
院
選

を
控
え
る
中
で
の
増
税
は
難

し
く
、
２５
年
度
・
薬
価
中
間

年
改
定
は
年
末
の
大
臣
合
意

に
よ
り
、
国
費
に
し
て
６
０

０
億
円
の
抑
制
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
と
さ
れ
た
ほ
か
、
高

額
療
養
費
の
負
担
上
限
引
き

上
げ
や
、
在
職
老
齢
年
金
の

見
直
し
等
、
歳
出
削
減
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
歳

出
削
減
に
よ
り
、
医
院
を
支

え
る
我
々
の
生
活
へ
の
悪
影

響
も
懸
念
さ
れ
る
。

　

医
業
関
連
税
制
で
は
、
社

会
保
険
診
療
報
酬
に
か
か
る

事
業
税
の
非
課
税
措
置
や
、

年
間
の
診
療
報
酬
が
５
千
万

円
以
下
の
場
合
に
適
用
で
き

る
租
税
特
別
措
置
法
第
２６
条

に
基
づ
く
概
算
経
費
率
は
存

続
す
る
。
し
か
し
、
事
業
税

非
課
税
措
置
は
医
療
法
人
の

軽
減
税
率
と
と
も
に
「
検
討

事
項
」
と
さ
れ
、
「
税
負
担

の
公
平
性
を
図
る
観
点
や
地

域
医
療
の
確
保
を
図
る
観
点

か
ら
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
す
る
」
と
例
年
同
様

の
記
載
が
盛
り
込
ま
れ
、
引

き
続
き
注
視
が
必
要
だ
。
ま

た
、
今
回
も
大
綱
で
触
れ
て

い
な
い
が
、
消
費
税
損
税
問

題
は
未
だ
解
決
を
見
な
い
ま

ま
、
診
療
所
の
経
営
に
重
く

の
し
か
か
る
。
国
は
診
療
報

酬
の
精
緻
な
補
填
で
幕
引
き

を
図
っ
た
よ
う
だ
が
、
日
本

医
師
会
も
昨
年
８
月
の
税
制

改
正
要
望
で
見
直
し
を
求
め

て
い
る
も
の
の
、
回
答
は
な

い
ま
ま
だ
。

　

ま
た
、
労
働
時
間
短
縮
の

た
め
に
取
得
し
た
機
器
・
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
は
じ
め
と
す

る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に

向
け
た
設
備
に
関
す
る
「
特

別
償
却
制
度
」
は
２
年
延
長

さ
れ
る
。
社
会
医
療
法
人
な

ど
の
収
入
要
件
の
見
直
し
、

医
療
・
介
護
Ｄ
Ｘ
推
進
に
向

け
た
支
払
基
金
の
改
組
な
ど

に
伴
う
措
置
、
定
期
接
種
へ

の
対
象
疾
病
追
加
に
伴
う
措

置
は
、
関
係
法
令
の
改
正
を

前
提
に
実
施
さ
れ
る
。

　

地
域
医
療
の
第
一
線
を
守

る
我
々
開
業
医
の
医
院
経
営

は
、
税
制
面
で
の
下
支
え
が

あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
。
不

透
明
な
状
況
が
続
く
が
、
会

員
が
診
療
に
専
念
で
き
る
環

境
づ
く
り
に
向
け
、
運
動
を

継
続
す
る
。

令
和
７
年
度

税
制
改
正
大
綱
を
受
け
て

「有料職業紹介
サービスを利用
する際の注意点」

人
材
派
遣
と
人
材
紹
介
の
違
い
と
は
？

【
経
営
編
】

　

「
人
材
派
遣
」
と
は
、
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
許
可
を
受
け
た

人
材
派
遣
会
社
（
派
遣
元
）
が

派
遣
労
働
者
を
雇
用
し
、
派
遣

先
事
業
主
に
労
働
力
を
提
供
す

る
形
態
で
す
。
こ
の
場
合
、
雇

用
契
約
は
人
材
派
遣
会
社
（
派

遣
元
）
と
派
遣
労
働
者
の
間
で

締
結
さ
れ
て
い
ま
す（
図
１
）
。

　

派
遣
先
事
業
主
は
、
派
遣
労

働
者
に
対
し
て
、
原
則
、
派
遣

契
約
で
決
め
ら
れ
た
業
務
に
つ

い
て
指
揮
命
令
を
し
て
業
務
を

行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

な
お
、
病
院
等
に
お
け
る
医

療
関
係
の
業
務
に
つ
い
て
は
、

紹
介
予
定
派
遣
等
一
部
の
例
外

を
除
き
、
人
材
派
遣
は
不
可
と

な
っ
て
い
ま
す
（
表
１
）。

　

一
方
、「
人
材
紹
介
」
と
は
、

職
業
紹
介
事
業
者
が
仕
事
を
探

し
て
い
る
求
職
者
と
人
材
を
確

保
し
た
い
求
人
者
の
間
に
入

り
、
求
職
者
と
求
人
者
の
雇
用

関
係
の
成
立
を
斡
旋
す
る
こ
と

で
す
（
図
２
）
。

　

な
お
、
職
業
紹
介
事
業
は
、
職

業
安
定
法
に
よ
り
「
有
料
職
業

紹
介
事
業
」
と「
無
料
職
業
紹
介

事
業
」
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け

た
人
材
紹
介
会
社
な
ど
、
職
業

紹
介
に
関
し
て
紹
介
手
数
料
や

報
酬
な
ど
の
対
価
を
受
け
る
事

業
者
で
す
。

　

無
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、

大
学
の
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
や

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安

定
所
）
な
ど
、
職
業
紹
介
に
関

し
て
紹
介
手
数
料
や
報
酬
な
ど

い
か
な
る
対
価
も
受
け
な
い
事

業
者
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
人
材
派
遣
と

人
材
紹
介
に
は
、
大
き
な
違
い

が
あ
り
ま
す
（
表
２
）
。
こ
れ

ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場

合
は
契
約
内
容
を
よ
く
確
認

し
、
少
し
で
も
疑
問
に
思
わ
れ

る
点
が
あ
れ
ば
契
約
前
に
当
協

会
や
社
会
保
険
労
務
士
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
厚
生
労
働
省
か
ら
注
意
喚
起

（「
有
料
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
際
の
注
意
点
」
。
下
記

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
が
さ
れ
て
い

ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

場
合
は
【
神
奈
川
労
働
局

職
業

安
定
部

需
給
調
整
事
業
課
（
電

話

：

０
４
５
‐
６
５
０
‐
２
８

１
０
）】
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
厚
生
労
働
省
が
一
定
要
件
を
満

た
し
た
有
料
職
業
紹
介
事
業
者

を「
適
正
認
定
事
業
者
」
と
し
て

認
定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

【
（
一
社
）
日
本
人
材
紹
介
事
業
協

会
「
医
療
・
介
護
・
保
育
分
野
に
お

け
る
適
正
な
有
料
職
業
紹
介
事

業
者
の
認
定
制
度
」
で
検
索
】

表2 ◆人材派遣会社と人材紹介会社の主な違い

人材派遣会社 人材紹介会社

サービス内容 必要な人材の派遣 人材の紹介と採用支援

医療機関との

契約形態
労働者派遣契約 人材紹介契約

業務内容
派遣労働者ができる

業務に制限がある
基本的に業務の制限はない

選考の可否

不可

派遣労働者と雇用関係

のない医療機関（派遣

先）は選考ができない

（紹介予定派遣を除く）

可

直接雇用のため医療機関が書類

や面接等の選考を行い、採用の

可否を決定

雇用契約

人材派遣会社と派遣

労働者が雇用契約を

締結

医療機関と求職者が採用決定

後、雇用契約を締結

給与の支払い
人材派遣会社が派遣

労働者へ支払う

医療機関が求職者（採用決定

者）へ直接支払う

人材紹介会社を通して給与を

支払うことはない

（労働基準法第24条　直接払い

の原則「賃金は、通貨で、直接

労働者に、その全額を支払わな

ければならない。」）

契約期間の制限
派遣労働者の受け入

れは原則3年まで

制限なし

個別雇用契約により決定

料金体系

人材派遣会社へ派遣

料金として支払う

時間単価×実労働時間

採用決定の場合、成功報酬と

して人材紹介会社へ採用決定

者の初年度想定年収の一定割

合の紹介手数料を支払う

表1 ◆労働者派遣事業を行うことができない業務

1　適用除外業務

（1）次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません（労働者派遣業法第4条）。

　① 港湾運送業務　② 建設業務　③ 警備業務　④ 病院等における医療関係の業務（下記（2）を参照）

（2）医療関係業務への労働者派遣の禁止（労働者派遣業法施行令第2条）

　○ 以下に該当する医療関係業務への、労働者派遣は禁止されています。

《労働者派遣が禁止されている医療関係業務》

労働者 業務内容

業務が行われる場所

病院・

診療所※1 助産所
介護老人

保健施設

医療を受け

る者の居宅

医師 医業 禁止 禁止 禁止 禁止

歯科医師 歯科医業 禁止 ― 禁止 禁止

薬剤師 調剤の業務 禁止 ― ― ―

看護師・准看護師 療養上の世話、診療の補助※2 禁止 禁止 禁止 禁止

保健師 保健指導※2 禁止 禁止 禁止 禁止

助産師 助産、保健指導※2 禁止 禁止 禁止 禁止

栄養士 傷病者の療養のための栄養指導 禁止 ― 禁止 禁止

診療放射線技師 放射線を人体に照射する業務 禁止 ― 禁止 禁止

歯科衛生士 歯科衛生士法2条1項の業務 禁止 ― 禁止 禁止

歯科技工士 歯科技工の業務 禁止 ― ― ―

その他※3 診療の補助※2 禁止 禁止 禁止 禁止

（※1） 障害者支援施設、生活保護法に基づく救護施設・更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホー

ム等に設置された診療所は含みません。

（※2） 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護に係る労働者派遣は禁止されていません。

（※3） 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学

技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、認定特定業務従事者

図2【人材紹介会社】　 ※医療関係業務は基本的にこちら

図1【人材派遣会社】
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生
活
習
慣
病
管
理
料

生
活
習
慣
病
管
理
料

併算定可は
メリット

生活習慣病管理料（Ⅱ）を主に算定する先生 生活習慣病管理料（Ⅰ）を主に算定する先生

算定会員に聞く！

（Ⅰ）・（Ⅱ）それぞれの利点

　11月22～23日、名古屋国際会議場で第37回日本高齢者大

会（主催：日本高齢期運動連絡会）が開催され、第6講座「医療費患者自己負担を減らしてゼロへ」に

協会事務局1名が参加した。横山壽一氏（佛教大学客員教授）、森弘典弁護士（日本弁護士連合会貧困問

題対策本部事務局次長）らが講演し、医療の共同性・公共性、法的視点からそれぞれみた窓口負担の矛

盾について指摘がなされたほか、老人医療費無料化の先鞭をつけた岩手県・沢内村の元沢内病院院長の

ビデオ講演も放映された。協会から「医療費の窓口負担『ゼロの会』」の活動について指定発言し、リ

ーフ200部を参加者（現地60名、WEB15名）に配布し賛同を得た。

日本高齢者大会inあいち日本高齢者大会inあいち

沢内村・生命尊重行政から沢内村・生命尊重行政から
「負担ゼロ」を展望する「負担ゼロ」を展望する

当日の様子森弁護士

今次診療報酬改定で脂質異常症、高血圧症、糖尿

病が特定疾患療養管理料の対象から外され、生活習

慣病管理料に移行した。生活習慣病管理料の算定に

あたっては、療養計画書の発行が概ね4カ月に1回必

要となり、初回交付時には患者さんのサインも必須

とされた。書面作成の煩雑さも、現場に影響を及ぼ

している。生活習慣病管理料は（Ⅰ）と（Ⅱ）に区

分され、それぞれ包括する点数の範囲等が異なる。

　6月の改定から半年以上が経過し、生活習慣病管

理料の算定に少しずつ慣れてきた今、改めて同管理

料について、（Ⅰ）と（Ⅱ）を算定するそれぞれの

立場の先生からお話を伺った。

　今後、生活習慣病管理料を算定するうえでぜひ参

考にしていただきたい。

て
か
、
療
養
計
画
書
へ
の
サ
イ
ン
を
拒

否
し
た
患
者
さ
ん
は
お
ら
ず
、
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
反
応
は
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ

ん
。次

期
診
療
報
酬
改
定
を
警
戒

　

収
益
の
面
で
は
特
定
疾
患
療
養
管
理

料
と
生
活
習
慣
病
管
理
料
だ
け
を
比
較

す
れ
ば
増
収
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。た
だ
、

コ
ロ
ナ
特
例
の
点
数
が
な
く
な
っ
て
減

収
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
感
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
（
Ⅰ
）を
取
り
続

け
る
つ
も
り
で
す
が
、
次
期
診
療
報
酬

改
定
で
は
生
活
習
慣
病
管
理
料
に
は
必

ず
手
を
加
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
て
、

そ
の
こ
と
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。（
Ⅰ
）

で
は
対
象
疾
患
ご
と
に
点
数
が
分
か
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
に
も
手
を

加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
現
状
で
は
糖
尿
病
の
患
者
さ

６
月
の
改
定
の
２
～
３
カ
月
ほ
ど
前
か

ら
生
活
習
慣
病
管
理
料
に
移
行
す
る
こ

と
や
、
一
部
負
担
金
の
変
更
に
つ
い
て

広
報
し
て
い
た
の
で
、
患
者
さ
ん
か
ら

の
マ
イ
ナ
ス
な
反
応
は
今
の
と
こ
ろ
あ

り
ま
せ
ん
。
脂
質
異
常
症
と
高
血
圧
の

両
方
の
病
名
を
持
っ
て
い
る
方
か
ら

は
、
な
ぜ
安
い
脂
質
異
常
症
の
６
１
０

点
で
は
な
く
高
血
圧
の
６
６
０
点
が
算

定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
聞
か
れ
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
。

療
養
計
画
書
で
患
者
の

状
態
改
善
も
実
感

　

療
養
計
画
書
を
患
者
さ
ん
に
交
付
す

る
こ
と
は
相
当
効
果
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
６
月
以
降
、
療
養
計
画
書
を

渡
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
患
者
さ
ん
の

状
態
が
実
際
に
改
善
し
て
い
ま
す
。
早

い
話
、
３
割
以
上
の
患
者
さ
ん
の
体
重

療
養
計
画
書

手
間
は
感
じ
る

　

当
院
で
は
、
６
月
の
改
定
の
際
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
（
Ⅰ
）
の
検
査

等
の
包
括
範
囲
や
、
特
定
疾
患
療
養
管

理
料
と
点
数
の
比
較
を
し
た
際
の
患
者

負
担
増
を
勘
案
し
て
、
（
Ⅱ
）
を
主
と

し
て
算
定
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
管
理
料
を
算
定
し
始
め

て
か
ら
、
一
部
負
担
金
に
関
し
て
特
に

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
を
患
者
さ
ん
か
ら

言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
療
養

計
画
書
を
手
書
き
で
書
い
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
見
た
患
者
さ
ん
か
ら
「
大

変
で
す
ね
ぇ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
（
笑
）
。

　

初
回
の
療
養
計
画
書
は
様
式
が
あ
る

と
は
い
え
、
記
載
項
目
が
多
く
手
間
暇

が
か
か
り
ま
す
。
継
続
用
の
療
養
計
画

点
数
が
高
い
と
こ
ろ
は
魅
力

　

６
月
の
診
療
報
酬
改
定
後
、
生
活
習

慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）
（
以
下
、（
Ⅰ
）
）
を

算
定
し
て
い
ま
す
。
包
括
さ
れ
て
い
る

点
数
等
は
異
な
り
ま
す
が
、
生
活
習
慣

病
管
理
料
（
Ⅱ
）（
以
下
、
（
Ⅱ
）
）
と
同

様
の
内
容
で
、
（
Ⅰ
）
の
方
が
点
数
が
高

い
こ
と
が
主
な
算
定
理
由
で
す
。（
Ⅰ
）

に
は
検
査
料
が
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
実
施
す
べ
き
検
査
項
目
に

つ
い
て
よ
り
深
く
検
討
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
結
果
、
不
要
な
検
査
が
減

っ
た
こ
と
で
患
者
さ
ん
の
身
体
的
負
担

も
軽
減
さ
れ
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
包
括
範
囲
に
つ
い
て
は
診

療
情
報
提
供
料
（
Ⅰ
）
が
別
に
算
定
で

き
な
い
と
い
う
点
に
は
気
を
付
け
て
い

ま
す
。

　

一
部
負
担
金
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

が
減
っ
て
い
ま
す
。
状
態
が
改
善
し
た

患
者
さ
ん
か
ら
「
言
わ
れ
た
よ
う
に
頑

張
り
ま
し
た
」
と
報
告
が
あ
る
と
、
ク

リ
ニ
ッ
ク
が
明
る
く
盛
り
上
が
り
ま

す
。
職
員
も
「
患
者
さ
ん
が
頑
張
っ
て

い
る
か
ら
私
も
気
を
つ
け
な
き
ゃ
」
と
、

患
者
さ
ん
か
ら
い
い
影
響
を
受
け
て
い

て
、
相
乗
効
果
で
い
い
方
向
に
向
か
っ

て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

事
前
に
周
知
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
療
養
計
画
書
に
つ
い
て
は
、

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
算
定
時
の
指
導

以
上
の
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
感

じ
て
い
ま
す
。
文
書
と
し
て
残
る
の
で

間
違
い
が
な
い
よ
う
慎
重
に
な
る
と
い

う
利
点
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す

が
。
体
重
に
つ
い
て
は
書
き
込
む
よ
う

に
し
て
い
て
、
以
前
よ
り
も
患
者
さ
ん

の
体
重
の
こ
と
を
気
に
す
る
よ
う
に
は

な
り
ま
し
た
。

在
宅
療
養
指
導
管
理
料
と

併
算
定
可
能
な
点
は
◎

　

包
括
範
囲
に
つ
い
て
は
、
在
宅
自
己

注
射
指
導
管
理
料
と
の
併
算
定
の
こ
と

な
ど
が
や
や
こ
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す

（
編
注

：

糖
尿
病
が
主
病
の
患
者
に

は
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
と
在
宅
自
己

注
射
指
導
管
理
料
の
併
算
定
は
不
可
。

っ
て
い
る
患
者
が
多
い
の
で
、
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
と
は
併
算
定
が
で
き
な

か
っ
た
在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
料

が
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
と
併
算
定
で

き
る
の
は
良
い
点
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ん
息
と
高
血
圧
の
ど
ち
ら
も
主
病

と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
患
者
に
つ
い
て

は
、
療
養
計
画
書
作
成
の
手
間
暇
を
考

え
る
と
、
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
を
算

書
に
お
い
て
は
、
変
更
点
や
追
加
事
項

な
ど
を
書
く
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
初

回
用
を
書
く
と
き
ほ
ど
大
変
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
方
で
療
養
計
画
書
を
書
か

な
く
て
よ
い
受
診
の
際
は
、
本
当
に
時

間
が
か
か
ら
ず
診
療
を
終
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
４
カ
月
ご
と
に
作
成
が
求

め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
手
間
は
マ
イ
ナ

ス
に
感
じ
て
い
ま
す
。

患
者
の
受
診
タ
イ
ミ
ン
グ

調
整
も

　

３
カ
月
処
方
の
患
者
さ
ん
だ
と
、
４

カ
月
に
１
回
の
療
養
計
画
書
の
交
付
の

タ
イ
ミ
ン
グ
に
上
手
く
は
ま
ら
な
い
の

で
多
少
困
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
「
２

カ
月
処
方
で
い
か
が
で
す
か
」
と
患
者

に
薦
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
２
カ
月

処
方
だ
と
、
療
養
計
画
書
を
書
か
ず
に

短
時
間
で
終
わ
る
診
療
を
１
回
挟
む
こ

定
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

改
定
前
と
比
べ
減
収
に
は

な
ら
ず

　

（
Ⅱ
）
を
算
定
し
て
い
る
患
者
さ
ん

を
月
ご
と
に
算
出
し
て
み
る
と
、
大
体

４
０
０
～
４
７
０
件
／
月
ほ
ど
で
し

た
。
全
体
と
し
て
は
改
定
前
と
変
わ
ら

ず
、
減
収
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
（
Ⅱ
）
を
算
定
し
て
い
て
、
月
に

２
回
か
か
る
こ
と
が
あ
る
患
者
さ
ん
に

は
、
５
月
ま
で
は
月
２
回
特
定
疾
患
療

養
管
理
料
を
算
定
で
き
て
い
た
の
で
、

そ
の
差
を
実
感
し
ま
す
。

　

（
Ⅱ
）
で
は
検
査
の
出
来
高
算
定
が

可
能
な
の
で
、
検
査
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

や
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
糖
尿

病
の
院
内
迅
速
検
査
を
毎
月
や
る
患
者

さ
ん
も
い
る
の
で
、
今
後
も
（
Ⅱ
）
だ

け
を
算
定
す
る
つ
も
り
で
す
。

　

「
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
を
算
定
し

て
い
た
際
の
指
導
内
容
」
と
「
療
養
計

画
書
の
記
載
内
容
」
を
比
較
し
た
際
、

文
書
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
る
の
か
は

疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

次
期
診
療
報
酬
改
定
で
「
生
活
習
慣
病

管
理
料
を
算
定
す
る
た
め
に
手
間
暇
を

か
け
て
療
養
計
画
書
を
作
成
し
ろ
」
と

言
わ
れ
れ
ば
従
い
ま
す
が
、
な
く
な
っ

て
く
れ
な
い
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

療養計画書の
効果あり

ん
に
対
す
る
点
数
が
高
く
設

定
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
り
が

た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

高
血
圧
や
脂
質
異
常
症
が
主

病
で
糖
尿
病
が
副
病
の
患
者

に
は
、
併
算
定
可
能
）
。
当

院
で
は
在
宅
酸
素
療
法
を
行
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神奈川県保険医協会

政策部長　磯崎　哲男（談話）

◆オンライン資格確認義務化「対象外」医療施設が忘れられている

　健康保険証の新規発行が12月2日に廃止となり、代わって「資格確認書」

の発行に切り替わった。マイナ保険証「狂騒」ともいえる施策と政府広

報で、「マイナ保険証がないと受診できないと思っていた」等、巷の誤解

は未だ払拭されていない。行政や関係機関のマイナ保険証利用絶対視の

姿勢も顕著にある。　　

　しかも、マイナ保険証対応が免除となる、オンライン資格確認義務化

の「対象外」の医療施設が一定数存在し、患者の日常診療を行い、地域

医療を支えていることが忘れ去られている。そのため、患者の資格確認

が不調な際に、保険者への電話照会による確認手続きが、円滑になされず、

医療現場で支障が起きている。診療が医療機関の本分であり、マイナ保

険証利用促進やその資格確認ではない。

　マイナ保険証「絶対重視主義」と思える施策・運営を改め、医療提供

ができるよう、その徹底を求める。

◆紙レセプト医療機関（マイナ対応免除）は約7,500施設あり、

　患者は月に約100万人いる

　オンライン資格確認義務化の「対象外」となっている医療機関は少な

くない。その要件は、紙レセプトで保険請求をしている医療施設であり、

「手書き」と「レセコン使用で76歳以上」となる。該当は7,725施設（2023

年1月）もある。診療する患者は月に約100万人いる。全体に占める割合

で％表示すれば少ないが、実数でみて決して少ない数ではない。歯科医

療機関が多く5,185施設ある。

　強制適用、強制加入の皆保険制度であり、誰もが漏れずに受診でき、

保険医療機関として指定された医療機関が保険診療を円滑にできるよう

体制保障、体制整備を厚労省がするのは極めて道理である。

　これらの医療機関は法令に基づき支払基金と国保連合会に届出をして、

誠実にルールに従い保険資格確認を行い、日常診療をあたっている。そ

の中で次のような由々しき事例が起きている。

◆マイナ保険証「頭」の保険者、従前ルールの不理解が放置されたまま

　従前、保険証の記号番号が判っている患者について、患者が保険証を

持参しなかった場合に、保険者に電話をして資格を確認するという手段が

とられてきた。これがマイナ保険証への移行を理由に、対応を躊躇する保

険者がでてきており、横浜市の歯科医院が実際に直面し、資格確認に難渋

している。

　初診から半年ぶりに来院した患者はマイナ保険証のみ持参。歯科医院は

事情を説明し、マイナンバーカードの他に「資格情報のお知らせ」の文書

提示か、スマホでマイナポータルの画面の提示を求めるものの両方とも不

携帯。そこで、初診来院時での患者の保険証の記号番号が判っているので、

従前の確認方法をとることにし、保険者に電話を入れ、この状況を伝え資

格確認をお願いしたものの、暫く待たされ、「スマホでマイナポータルの

画面を確認させてもらってください」と煙に巻く返答。　

　患者がスマホを持って来ていない事を再度伝えると保険者側の担当は困

惑、逡巡。歯科医院の院長から「資格が生きているか否か、イエスかノー

で答えられる質問に何故答えないのか」、「保険証を忘れた患者に関し電話

での資格確認は従前より行われていた方法であり、窓口で保険証を扱う事

が中止されたわけでも、ルール変更があったわけでもない。何故答えを渋

るのか」と質し、最終的に資格情報が有効であるとの確認を取る、という

顛末となっている。不必要な時間が割かれる事態になっている。

◆皆保険を守るため、マイナ保険証対応「免除」医療機関での円滑な

　保険診療へも十全な対応が必須

　資格確認できない際に、「被保険者資格申立書」を患者に書いてもらい

暫定的な保険請求をする方法は、マイナ保険証の対応が義務化された医療

機関で、カードリーダー不調で資格確認手段がない場合の手続きである。

義務化「対象外」の紙レセの医療機関での資格確認の手続き方法ではない。

簡易的カードリーダー（資格確認限定型）の設置を厚労省は推奨している

が、設置義務はない。体制や理由が認められ「対象外」となっており、上

述した対応に瑕疵も落ち度は何もない。厚労省は、「対象外」医療機関へ

の従前の対応を保険者がとるよう、全ての関係機関に通知等を発出し、徹

底を図るべきである。皆保険制度を守るため、医療団体、国会議員、報道

機関の方々へも理解と尽力を強くお願いしたい。

   　　　　　　2024年12月16日

（ ）4

マイナ保険証対応「免除」の医療機関は一定数ある

保険者への電話資格確認に、
従来通り誠実な対応の徹底を求める

※パソコンの場合

過去の理事会声明・部長談話は
協会ホームページでも読めます

　協会ホームページ「いい医療ドットコム（https://www.iiiryou.com/）」で

は、過去の理事会声明・部長談話を読むことができます。トップページか

ら「私たちの考え」欄の「一覧」をクリックしてください。

　また、▽研究会日程を確認できる便利なイベントカレン

ダーの閲覧、▽各種届出用紙や院内掲示用ポスターのダウ

ンロード―などもできます。ぜひご活用ください。

＊ 「会員ページ」のパスワードをご存知ない＊ 「会員ページ」のパスワードをご存知ない方は事務局まで方は事務局まで（（ ℡℡ 045 045

‐313‐2111）。‐313‐2111）。

※スマホの場合

トップページ「私たちの考え」欄の

「一覧」をクリック！
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医療の営利性問題へ厚労省の対応が肝要な時代
一般社団法人の母体企業やトンネル型診療所へ留意を

◆企業参入の盲点　
　一般社団法人の医療機関開設
　先頃11月22日、医療施設調査（静態・動態）

調査（R5年（2023年））が発表され、美容医

療を標榜する医療機関が増加したことが報じ

られた。自由診療（自費診療）の美容医療は、

トラブルや被害・「危害」事例が膨大である。

マスコミ報道や国会で政治問題化したことも

あり、今年6月27日に「美容医療の適切な実

施に関する検討会」が設置され、4回の検討

を経て11月22日に「報告書」が公表された。

美容医療を提供する医療機関の報告・公表の

仕組み導入や、関係学会によるガイドライン

策定を盛り込んだものの、範疇外とされた経

営主体のガバナンスには踏み込んではいない。

　近年、一般社団法人を開設者とする医療機

関が増加しており、中には企業を母体とする

一般社団法人もある。　

　美容医療を巡っては今春、NHKクローズ

アップ現代が「追跡、“自由診療ビジネス”

の闇　相次ぐ美容・健康トラブルの深層」

（5/29放映）で、一般社団法人を隠れ蓑に医

療機関を設立し、自由診療で美容医療や根拠

のないガン治療を提供し、安全性無視の医療

ビジネスを展開している実態と構図を炙り出

した。社会問題化し今日に至っているが、番

組では美容外科が全国的に多い東京都内の開

設母体で一般社団法人の存在を明らかにし

た。当室でも、この報道に先行する形で実態

調査し（表1）とりまとめ、一定数の存在に

なっていることを把握している。

　またオンライン診療の導入以降、患者の居

所不問、医師の所在不問でオンライン診療が

可能なため、自由診療と称し、企業の背景が

透ける「オンライン診療ビジネス」ともいえ

る事業が跋扈しており、美容医療とのドッキ

ングも見られる。この問題についても当会は

再三、医療倫理や医療自体を簒奪・融解させ

ると警鐘してきた。*1*2*3*4

　これ以外にもオンライン診療ビジネスや往

診ビジネスなど、制度の盲点を衝く、医療の

非営利性を蹂躙するような状況も多々でてい

る。これらに関し、一般社団法人を中心に論

及しいくつかの提言を試みる。

◆監督官庁不在、企業が社員、収益事業も可能
　おりしも11月28日、厚労省の社会保障審議

会、医療部会で一般社団法人が開設する医療

機関について非営利性の担保をとるための新

たな検討がはじまった。先述のNHKの番組

では厚労省が1月に実態調査に乗り出したと

報じており、これと符合する動きである。

　一般社団法人とは、非営利目的で活動する

法人の一種。定款認証と登記だけで設立でき、

営利法人（企業）が社員になれ、理事長の資

格要件はない。公益的な事業を行う必要はな

く、どのような事業でも自由に行うことがで

る。利益の分配は不可だが収益事業、営利事

業はできる。監督官庁が不在で、法務局への

届出で設立ができ、医療機関の開設主体とな

れる。医療法人に比べて医療機関開設のハー

ドルが低く、非医師の実業家が参入可能なス

キームとなっている。

◆一般社団法人開設は08年末　
　医療法は営利目的禁止
　一般社団法人による医療機関開設は、一般

財団法人とともに2008年12月から施行された

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律」により可能となっている。

　医療法では、営利を目的として、病院や診

療所を開設しようとする者に対しては開設の

許可を与えないことができる（第7条7項）ほ

か、医療法人は剰余金の配当をしてはならな

いことを規定している（第54条）。また1993

年2月3日の医政局通知「医療機関の開設者の

確認及び非営利性の確認について」で、開設

許可の審査にあたっての確認事項として、開

設者である法人の役員については、原則とし

て当該医療機関の開設・経営上利害関係にあ

る営利法人等の役職員を兼務していないこ

と、など仔細に取り決められている。

◆医療施設調査の開設区分は「その他」で
　未把握
　実は、一般社団法人による医療機関の開設

実態は厚労省ではこれまで数値的な把握はし

ていない。3年に一度行っている「医療施設

調査（静態調査）」は調査時点で開設する全

医療機関を対象とした仔細な調査である。し

かし、調査票*5での開設者の区分は、一般社

団法人は「その他」の区分で一括され、実数

が不明である。開設者区分は、大枠で①国、

②公的医療機関、③社会保険団体、④医療法

人、⑤個人、⑥その他の分類で結果公表され

る。

　仔細な結果もあるが、調査票どおり①国は、

▽厚労省▽独立行政法人国立病院機構▽国立

大学法人▽独立行政法人労働者健康安全機構

▽国立高度専門医療研究センター▽独立行政

法人地域医療機能推進機構▽その他、②公的

医療機関は、▽都道府県▽市町村▽地方独立

行政法人▽日赤▽済生会▽北海道社会事業協

会▽厚生連▽国民健康保険団体連合会であ

る。③社会保険団体は、▽全国社会保険協会

連合会▽厚生年金事業振興団▽船員保険会▽

健康保険組合及びその連合会▽共済組合及び

その連合会▽国民健康保険組合である。

　④医療法人、⑤個人に次ぐ⑥「その他」は、

▽公益法人▽私立学校法人▽社会福祉法人▽

医療生協▽会社▽その他の法人、となる。

　この「その他の法人」は一般社団法人、一

般財団法人、宗教法人の回答が一括され実数

は出てこない。

　「その他の法人」は、全国で診療所は787（02

年）、585（05年）、403（08年）、369（11年）、

672（14年）、720（17年）、823（20年）、

1054（22年）、1190（23年）と漸増からこの3

年で急増し、23年の全体に占める構成比は

1.1％と1％を超えた。病院は59（02年）、43（05

年）、31（08年）、39（11年）、182（14年）、

216（17年）、209（20年）、207（22年）、202（23

年）と14年に急増し17年をピークに漸減、23

年の構成比は2.5％である。「その他の法人」

の多くは一般社団法人で占められる。

◆保険医療機関の指定状況から数と実態に接近
　この実態に迫るため、当医療政策研究室で、

全国の地方厚生局のホームページにある都道

府県の保険医療機関指定の一覧を悉皆的に調

べ、開設者が一般社団法人のものを抽出し集

計した（表1）。診療所、病院と合わせ647施

設となるが、1/3強の233施設は医師会立の休

日急患診療所である。よってこれを除外した

民間施設は診療所385、病院29、合計414とな

っている。その多くは東京都が147施設（診療

所145、病院2）、次いで大阪府43施設（診療

所42、病院1）であり、東京に集中している。

ちなみに神奈川県は28施設（診療所28、病院0）

である（2024.5.1掲載時点調査）。

　同様の集計で、「その他の法人」に含まれる

一般財団法人は320施設、宗教法人は11施設あ

る。

　医療施設調査で「その他の法人」は、1190

診療所と202病院の合計で1392施設である

（2023.10.1時点）。

　保険医療機関名簿では、一般社団法人647、

一般財団法人320、宗教法人11施設で、合計は

978施設。

　よって1392施設から978施設を差し引いた

414施設が、保険診療をせず自由診療のみとみ

られる。調査時点が異なるので、その近傍と

なる。医療施設調査（全国編第148表）でも

449と近似の数字となっている。

　11月28日の医療部会に提出された資料（資

料3の2頁）では、45都府県分データとして、

一般社団法人・社団法人の診療所780、病院82

とあり、合計862となっている（2024.3.13調

査時点）。

　ただ、2008年の公益法人制度改革により社

団法人という名称の法人格はなくなり一般社

団法人と公益社団法人の二つに分かれている。

当室より厚労省医政局総務課に数字等の照会

（12/3）をかけたが、都道府県からの調査回答、

申告数字の範囲にとどまるとのこと。

　この厚労省の医療部会資料の862施設と、当

室で調査集計した647施設との乖離、差分の

215施設近傍程度は少なくとも、一般社団法人

開設で自由診療専門の医療機関の数というこ

とになる。

　因みに一般社団法人が開設する保険医療機

関で保険診療科目と併せ、自由診療の美容外

科・美容皮膚科を標榜するものは全国で52施

設あった。その大半、36施設は東京に集中し

ており、次いで兵庫県4施設、愛知県3施設、

大阪府・神奈川県2施設であった。圧倒的に東

京にあり特異性が際立っている。

　無論、一般社団法人開設の自由診療専門の

美容外科・美容皮膚科もNHK報道を踏まえれ

ば東京集中である。

◆医療施設調査の調査票の改善と
　全医療機関名簿公表
　過日の医療部会では、一般社団法人の医療

機関開設にあたり、医療法人と同等の非営利

性を求める方向が内定された。このことは一

歩前進ではあるが、事後のフォローアップの

ためにも、基本的な環境整備が必須である。

　医療施設調査（静態調査）の調査票には現在、

開設者区分に「一般社団法人」の選択項目が

ない。構成比で全体の1％を超えた現在、選択

項目に追加し経年的に増減を把握することは

必要である。

　また、指定を受けた保険医療機関名簿は厚

生局のホームページで公開されているものの、

開設を許可された医療機関名簿が全都道府県

分は公開されていない。自由診療専門の医療

機関は保険指定を受けておらず、両者を突合

して初めてわかる。開設許可権限のある都道

府県のホームページでは、神奈川県などは保

健所単位で一覧公開されているが、東京都な

どは来庁閲覧であり、自由に概覧できない。

これでは自由診療専門の医療機関の把握が難

しい。厚労省の医療機関検索システムの医療

情報ネット「ナビイ」では、自由診療の美容外

科も検索できる。全医療機関の開設者、管理者、

住所、標榜科目など基本情報は全て名簿公開が

されるよう通知発出など対応が期待される。

　また保険医療機関指定を受けながらも標榜科

目の診療はせずに美容外科専門の自由診療クリ

ニックに業態が変化している診療所も散見され

る。該当の医院のホームページで確認できる。

保険請求がゼロ件と思われ、比較的容易に把握

は可能と思われる。

　一般社団法人は、企業が設立母体となってい

るものもある。ホームペ―ジの範囲で建設会社

や検査会社などが確認できる。設立母体の把握

も重要なポイントである。

　病院と違い、診療所への開設許可後の医療法

に基づく立ち入り検査（旧・医療監視）は、行

政の人員体制もあり定期的には行うことは事実

上、不可能となっている。営利性への傾斜を防

止し、国民的なチェックが可能な、環境整備は

最低限必要だと思われる。

◆企業の直接経営から隠れ蓑参入へ　
　医療ビジネス跳梁
　企業による医療機関経営への参入は、これま

で医療法施行以前に存在していた、日立製作所

やトヨタ自動車などの企業立病院や、NTTやJR

の旧三公社五現業の民営化に伴う逓信病院、鉄

道病院以外は、例外的な構造改革特区のいわゆ

る「医療特区」での1診療所しかない。横浜市

の脂肪幹細胞による美容整形のセルポートクリ

ニック横浜（当初のバイオマスター社が吸収合

併され現在はカネカが開設者）が該当だ。当時、

当協会が問題視し各方面に働きかけ、県議会、

国会での問題化と反対運動で以降の全国波及は

ない。

　一方、医療経営への企業参入に門戸を開くも

のとして一般社団法人の活用が狙われてきた。

06年の公益法人改革により一般社団法人が誕

生。08年12月に監督官庁がなくなり、登記だけ

で設立可能となった。これには非営利型と普通

型があり、非営利型は利益の配当が不可なだけ

で収益事業はでき事業内容の範囲指定が無い。

医療機関は法人であれば開設は可能である。こ

こに着眼し企業に開設を指南する税理士らが跋

扈している。検索をかけると、税理士事務所や

会計士事務所などのホームページで解説や、開

業相談をPRしている。

　中には「非医師による病院経営」MS法人方

式とともに詳述し、「医療ビジネスで勝ち組に

なる」、「オンライン診療は医療ビジネスの革命」

を堂々と謳うものもある。*6

◆盲点ついたオンライン診療ビジネス　
　健康被害が続出
　オンライン診療の盲点をついた企業参入も同

根である。オンライン診療は①医師の「所在」

が不問、②患者の診療「場所」も不問のため、

③医療機関の「場所」を不要とし、ネット上に「医

療提供の虚構空間」が容易に構築できる。自由

診療であれば行政指導が事実上ないので脱法が

実態化する<図1、図2>。
　この構図を利用し①会社企業が医師・看護師

を雇い薬局を抱え込みオンライン診療で医薬品

を処方、②会社企業が提携する医療機関をダミ

ーとしオンライン診療・処方を提供、③医療機

関が「企業家的」にサイドビジネスとして専門

外の治療薬（例：痩身目的の糖尿病薬）をオン

ライン診療し提供、と大きく3タイプで、事実

上オンライン診療ビジネスが展開されている。

①は問題が大きい。*7

　昨年12月11日のNHK番組「クローズアップ現

代」の「危険な誘惑!?“GLP-1ダイエット”の

リスクとは／その“新ダイエット”が危ない　

ある治療薬の落とし穴」では「オンライン診療

+薬剤郵送」のビジネス化による健康被害、医

療安全の欠如などの罪過を告発している。糖尿

病治療薬を痩身目的で処方され急性膵炎で入院

した患者の実際例や、専門医不在、医師の氏名

≪要点≫

1. 医療の非営利性を侵害する事態が自由診療の美容医療等や、オンライン診

療ビジネス、往診ビジネスで起きている。

2. 近年、美容医療での被害が増大。一般社団法人の医療機関が急増中で、母

体企業が隠れ蓑とする美容医療がある。

3. 厚労省は経年的に一般社団法人の医療機関開設数を把握していない。医療

施設調査（静態）の調査票の改善等は必要。

4. 医師の所在不問、患者の所在不問のオンライン診療は医療機関を不要とし

企業の医療提供を可能とさせている。

5. 法制化する特定オンライン診療受診施設や零売薬局は、医療機関の医療提

供を形骸化させ、企業医療の危険が高い。

6. 企業が提携の診療所を傀儡とし保険診療とする往診ビジネス等、厚労省は

医療の非営利を統御する法整備をすべき。
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秘匿、医師の身分証明書の不提示、看護師の

みの問診など、数々のガイドライン違反が放

映された。番組では①睡眠薬や向精神薬の不

適切なオンライン診療の懸念があること、②

ガイドライン違反の罰則規定がないことも指

摘がなされた。

　当協会では避妊薬の処方でも同様の健康被

害と産婦人科による保険診療でのフォローの

事実を把握している。

◆ オン診の規制と緩和　
　二律背反の厚労省施策は不実
　昨年3月オンライン診療ガイドラインは一

部改定され、不十分ながらも、患者が常時、

医師の本人確認可能な情報と医療機関の問い

合わせ先の明示となった。その一方で規制改

革推進会議の提案で昨年5月に僻地等で医師

が非常駐のオンライン診療の診療所が開設許

可となり、今年1月16日にはこの特例措置が

全国で解禁となっている。仙台駅や東京駅な

どに専用ブースを設置し、既に稼働している。

　今年10月30日、厚労省の社会保障審議会・

医療部会は、医療法にオンライン診療の総体

的な規定を創設する方針を示し、解釈や運用

で実施してきた従来の方法を改め省令で基準

をさだめ厳格化することにした。しかし、そ

の一方で、企業などが業としてオンライン診

療を行う「場」を提供する「特定オンライン

診療受診施設」を法制化するとしている。医

療機関ではない、常設の医療提供施設となる。

薬局での設置等、患者の理解の混同や営利参

入が濃厚となる。二律背反的対応であり再考

を求めたい。

◆診療所と企業の提携による診療という新種
　このほかコロナ禍を機に往診ビジネスが誕

生。企業が勤務医等を組織し提携契約した診

療所を傀儡とし、患家へ医師が往診をして保

険請求を行うタイプができている。夜間等の

在宅医療を代行する在宅診療ビジネスも登場

している。医療現場の隙間を支える有用性が

期待され、利活用されているが、法的整理は

必須である。

　2020年6月22日経済財政諮問会議では、希

望する患者にオンライン診療や薬剤配送を行

う仕組みの構築への支援が議論された。同日

の規制改革推進会議では、「病院・診療所と

いう場を前提としない医療サービスの提供」

に向け、画像音声等によるオンライン診療や

可搬化可能な診断・治療機器をバックオフィ

ス（管理部署）を含めた業務支援システムの

利用と組合せた効果的医療を掲げ、「医療」そ

のものを根本から変容させる議論をしている。

　2024年10月31日の厚生科学審議会医薬品

医療機器制度部会では、医薬品販売制度の見

直しとして①処方箋なしで医療用医薬品を販

売する「零売薬局」を法令上に位置付け、例

外的に「やむを得ない場合」の販売を認める、

②スイッチOTC医薬品で薬剤師の対面服薬指

導が必須の要指導医薬品のオンライン服薬指

導を可能とする、③一般用医薬品（市販薬）

の店舗販売業の要件の薬剤師常駐を、管理店

舗の薬剤師の遠隔管理で可としコンビニ等で

受け渡し、自動販売機購入を可能とする等の

方向性が確認されている。既に大手通販企業

はオンライン服薬指導をし、「処方薬」のネ

ット購入をPRしている。

　この間、1）例外だった離島や中間山間部

の遠隔診療が解釈拡大でオンライン診療とな

り日常化し、2）特例措置だった医師非常駐

の診療所でのオンライン診療が、全国適用と

なっている。例外措置の標準化、全国化が簡

単にまかり通っている。別の検討会では大手

機関や保険診療を度外視した医療提供の台頭

が懸念される。

　企業による医療提供は、営利目的での医療

の歪曲、患者への被害、医療への経済格差の

導入、保険診療への侵食、保険診療の低質固

定化、皆保険制度の融解を招く。　

　自費カルテの存在と記載事項の確認、処方

箋の保存、調剤録の記入等、行政サイドでの

確認、当該企業への厚労省や関係省庁との連

携による照会は、実態把握上も非営利性の担

保のためにも必要と思われる。

　昨今、“直美”といわれ、初期研修を終え

た医師が保険診療の分野を経ずに、すぐに美

容医療などの自由診療に進む人数が急増し、

医療人材・医療資源の観点で地域医療、保険

診療にとって看過できない状況になっている。

　既に医療の原点、医療倫理が鋭く問われる

時代となっている。厚労省には非営利性を軸

に医療全体を統御し、必要な医療提供の法整

備、体制整備を行うことが強く求められてい

る。主務官庁としての矜持と叡知、手腕の発

揮を期待したい。

 2024年12月10日

＊1： 神奈川県保険医協会・政策部長談話「疑問、

迫井医療課長の『従来の診療形態にこだわ

ることなく』発言／医療のあり方変える、『遠

隔診療』を装った『スマホ診療』に反対する」

（2017年5月1日https://www.hoken-i.co.jp/outl

ine/h/post_1232.html）

＊2： 神奈川県保険医協会・政策部長談話「オン

ライン診療での医療変貌の権謀術数を警戒

す る 」（2018年7月11日https://www.hoken-i.

co.jp/outline/h/post_1321.html）

＊3： 神奈川県保険医協会・政策部長談話「標準

的な治療を逸脱した自由診療の浸透・波及

を警鐘する」（2019年5月17日https://www.

hoken-i.co.jp/outline/h/post_1424.html）

＊4： 神奈川県保険医協会・政策部長談話「オン

ライン診療『初診』のなし崩し解禁に警鐘

を鳴らす／検証もエビデンスもない政策展

開は果たして患者のためなのか」（2021年8

月13日https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/

post_1634.html）

＊5： 医療施設静態調査「調査票」（https://www.

mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/

R05_seitai_ippan.pdf）

＊6： 薬事法ドットコムhttps://www.yakujihou.com/

＊7： 神奈川県保険医協会・政策部長談話「オン

ライン診療専門医療の展開と薬剤処方の変

容を警鐘する ガイドライン違反への厚労省

の指導徹底と医療の営利化阻止を求める」

（2023年8月23日https://www.hoken-i.co.jp/ou

tline/h/2023823.html ）

1）各地方厚生局の2024.5.1時点で掲載の保険医療機関指定一覧より作成   
2）「全体合計」は開設者が「一般社団法人」の医療機関数。   
3）「医師会立」は上記のうち、各地区医師会（一般社団法人）が開設の休日急患診療所等の数
4）「民会」は「全体合計」から上記の「医師会立」を除いた数   
5）「民間比率」は「民間」が「全体合計」に占める割合    
6）「医療機関数」は診療所と病院の合計。「対比率」はその合計に「民間」が占める比率 
7） 表中の千葉・東京・新潟・京都・大阪・兵庫・福岡は民間の合計が二桁。神奈川・愛知は同じく二桁

だが民間比率が50％未満。秋田・三重・広島・徳島は民間の合計が0件。

〈表1〉◆一般社団法人が開設者の医療機関数の状況（2024.5.1現在）
作成・神奈川県保険医協会・医療政策研究室

〈図1〉◆オンライン診療ビジネス〈解説図〉

◆保険診療の場合のオンライン診療〈モデル図〉

作成：神奈川県保険医協会・医療政策研究室〈2023.6.29〉

Dr：医師、Pt：患者

〈図2〉◆オンライン診療ビジネスの説明（脱法の構図）

作成：神奈川県保険医協会・医療政策研究室（2023.7.7）

※医療機関との「提携契約」を盾に、医療機関が存在するかのように粉飾

◆自由診療のオンライン専門診療〈脱法・モデル図〉
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 1月29日～
2月7日

１
月
２９
日
（
水
）

税
対
経
営
部
会
２０
時
。

１
月
３０
日
（
木
）

確
定
申
告
対
策
講
習
会
１４
時
。

２
月
１
日
（
土
）

市
民
公
開
学
習
会
１４
時
。
臨

床
懇
話
会
１８
時
。

２
月
４
日
（
火
）

公
害
環
境
対
策
部
会
１９
時
。

２
月
５
日
（
水
）

臨
床
医
学
統
計
セ
ミ
ナ
ー
１９

時
３０
分
。
拡
大
財
政
部
会
１９

時
３０
分
。
地
域
医
療
対
策
部

会
１９
時
３０
分
。

２
月
６
日
（
木
）

確
定
申
告
対
策
講
習
会
１４

時
。
歯
科
臨
床
研
究
会
１９
時
。

組
織
部
会
１９
時
。

２
月
７
日
（
金
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。
保
険

診
療
対
策
部
会
２０
時
。

【
医
科
】

（
Ｑ
）
診
療
時
間
外
に
来
院
し
た

患
者
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ

ル
ス
抗
原
定
性
を
実
施
し
た
場

合
、
時
間
外
緊
急
院
内
検
査
加

算
を
算
定
で
き
ま
す
か
。

（
Ａ
）
で
き
ま
す
。
同
加
算
は
直

ち
に
何
ら
か
の
処
置
・
手
術
等

が
必
要
で
あ
る
患
者
が
算
定
対

象
で
す
が
、
２
０
２
４
年
９
月

３０
日
の
「
支
払
基
金
に
お
け
る

審
査
の
一
般
的
な
取
扱
い
（
第

１６
回
）
」
に
お
い
て
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
抗
原
定
性

実
施
時
に
も
算
定
可
能
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
（
社
保
、
国
保
と

も
に
算
定
可
）
。

【
歯
科
】

（
Ｑ
）
加
圧
根
管
充
填
処
置
（
加

圧
根
充
）
を
行
っ
た
時
は
、
根

管
充
填
後
に
歯
科
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影
で
緊
密
な
根
管
充
填
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
や

む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
歯
科

エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
、
加
圧
根
充
を
算
定

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

（
Ａ
）
①
妊
娠
中
で
同
意
が
得
ら

れ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
歯

科
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
を
省
略
で

き
ま
す
。
ま
た
②
異
常
絞
扼
反

射
を
有
す
る
患
者
に
つ
い
て
、

歯
科
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る

緊
密
な
根
管
充
填
の
確
認
が
困

難
な
場
合
は
代
わ
り
に
歯
科
部

分
パ
ノ
ラ
マ
断
層
撮
影
で
も
良

い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
事
由
に
該
当
し
な
い
場

合
は
、
歯
科
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影

が
必
須
と
な
り
ま
す
。

訪
問
診
療
時
の
超
音
波
検
査

　

協
会
で
は
日
頃
か
ら
会
員
の

医
療
機
関
よ
り
、
県
支
払
基
金

や
県
国
保
連
合
会
か
ら
の
査
定

（
減
点
）
内
容
に
関
す
る
相
談
に

対
応
し
て
い
る
。
以
下
が
今
月

の
主
な
査
定
相
談
事
例
で
あ

り
、
次
月
の
レ
セ
プ
ト
請
求
時

に
は
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
納
得
で
き
な
い
査
定
内

容
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
再
審

査
請
求
を
お
願
い
し
た
い
。

◇

（
Ｑ
）
訪
問
診
療
時
に
超
音
波

検
査
を
行
い
、
「
超
音
波
検
査

（
断
層
撮
影
法
）
（
訪
問
診
療
）
」

の
４
０
０
点
を
算
定
し
た
。
別

日
の
訪
問
診
療
時
に
再
度
超
音

波
検
査
を
行
い
、
「
超
音
波
検

査
（
断
層
撮
影
法
）（

胸
腹

部
）
」
の
５
３
０
点
を
算
定
し

た
と
こ
ろ
、
査
定
さ
れ
た
。
ま

た
、
２
回
目
の
超
音
波
検
査
を

医
科
・
今
月
の
査
定
相
談
事
例

「
超
音
波
検
査
（
断
層
撮
影
法
）

（
訪
問
診
療
）
」
の
低
減
で
算
定

す
る
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ
っ

た
。

（
Ａ
）
「
超
音
波
検
査
（
断
層
撮

影
法
）
（
訪
問
診
療
）
」
の
点
数

は
月
一
回
の
算
定
と
通
知
上
規

定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
査
定
内

容
に
誤
り
が
あ
る
。
正
し
く
は
、

「
超
音
波
検
査
（
断
層
撮
影
法
）

（
訪
問
診
療
）
」
４
０
０
点
の
み

の
算
定
と
な
る
。
訪
問
診
療
時

に
超
音
波
検
査（
断
層
撮
影
法
）

を
行
う
場
合
に
は
、
何
回
行
っ

て
も
月
一
回
の
み
の
算
定
と
な

る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

（
Ｑ
）
初
診
で
上
気
道
炎
と
喘

息
症
状
が
み
ら
れ
る
患
者
に
、

気
管
支
喘
息
の
病
名
を
つ
け
、

喘
息
の
薬
を
処
方
し
た
。
抗
生

剤
を
出
さ
ず
、
必
要
な
指
導
を

行
い
、
小
児
抗
菌
薬
適
正
使
用

支
援
加
算
を
算
定
し
た
と
こ
ろ

Ｃ
※

項
査
定
さ
れ
た
。

（
Ａ
）
小
児
抗
菌
薬
適
正
使
用

支
援
加
算
は
基
礎
疾
患
の
な
い

患
者
が
対
象
の
た
め
、
気
管
支

　

こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

○医
川
本

七
郎
氏（
横
浜
市
西
区
）

　

６
月
１８
日
、
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
享
年
９２
歳
。

○歯
福
井

聖
治
氏（
小
田
原
市
）

１１
月
８
日
、
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
享
年
６５
歳
。

○医
橋
本

知
房
氏（
横
浜
市
青
葉
区
）

１２
月
２１
日
、
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
享
年
６１
歳
。

○歯
大
竹

雅
子
氏（
横
浜
市
中
区
）

１２
月
３１
日
、
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
享
年
７２
歳
。

訃　

報

公
民
権
運
動
拡
大
の

き
っ
か
け
に

横
浜
市
金
沢
区

関
口　

武
三
郎

　

人
種
差
別
を
描
い
た
作
品
は

数
多
く
あ
る
が
、
ど
れ
も
激
し

い
憤
り
を
感
じ
て
終
わ
る
。
こ

の
映
画
も
ま
さ
に
そ
の
一
つ
で

あ
る
。

　

１
９
５
５
年
、
イ
リ
ノ
イ
州

シ
カ
ゴ
、
夫
が
戦
死
し
て
以
来
、

空
軍
で
唯
一
黒
人
女
性
職
員
と

し
て
働
く
メ
イ
ミ
ー
・
テ
ィ
ル

は
１４
歳
の
一
人
息
子
エ
メ
ッ
ト

と
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
い

た
。
エ
メ
ッ
ト
は
そ
の
年
、
夏

休
み
に
母
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ

る
南
部
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
マ
ネ

ー
の
親
戚
宅
を
訪
れ
る
。
彼
は

地
元
の
少
年
た
ち
と
と
も
に
食

品
雑
貨
店
に
寄
っ
た
際
、
白
人

女
性
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
に
向
け
て

口
笛
を
吹
い
て
し
ま
う
。
こ
の

こ
と
が
白
人
の
怒
り
を
買
い
、

８
月
２８
日
集
団
リ
ン
チ
を
受

け
、
銃
で
頭
を
撃
ち
抜
か
れ
、

目
玉
を
え
ぐ
り
取
ら
れ
て
タ
ラ

ハ
シ
ー
川
に
投
げ
捨
て
ら
れ

た
。
母
親
の
メ
イ
ミ
ー
は
、
あ

ま
り
に
も
残
忍
な
こ
の
事
件
を

世
界
に
知
ら
せ
る
た
め
、
原
形

を
と
ど
め
な
い
彼
の
顔
が
見
え

る
よ
う
に
棺
を
開
い
た
ま
ま
葬

儀
を
行
い
、
多
く
の
市
民
、
マ

ス
コ
ミ
に
公
開
し
た
。
そ
の
死

臭
は
２
ブ
ロ
ッ
ク
先
ま
で
漂
っ

た
と
い
う
。

　

裁
判
は
５
日
間
続
き
、
結
局
、

事
件
は
殺
人
事
件
で
は
な
く
単

な
る
懲
罰
で
あ
り
、
川
か
ら
あ

げ
ら
れ
た
死
体
が
エ
メ
ッ
ト
・

テ
ィ
ル
本
人
と
特
定
す
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
、
被

告
ら
全
員
に
無
罪
の
評
決
が
下

さ
れ
た
。

　

テ
ィ
ル
の
事
件
は
今
も
な

お
、
人
々
の
注
目
を
集
め
て
お

り
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

の
公
民
権
運
動
を
大
き
く
前
進

さ
せ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ

た
。
そ
し
て
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・

ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ

ア
が
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
に
て

「I have a dream

」
の
歴
史
に

残
る
名
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
の

は
、
奇
し
く
も
テ
ィ
ル
の
８
周

忌
に
当
た
る
１
９
６
３
年
８
月

２８
日
だ
っ
た
。

　

今
な
お
米
国
に
お
い
て
、
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
住
民
が

警
察
に
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
、

他
の
人
種
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

多
い
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
問
題

の
根
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

初
め
て
の
味
噌
づ
く
り

初
め
て
の
味
噌
づ
く
り

１
年
後
が
楽
し
み

１
年
後
が
楽
し
み

藤
沢
市
　
齋
藤　

肇

参加記

　

以
前
、
自
分
で
味
噌
を
作
っ

た
と
い
う
知
人
が
い
た
の
で
、

「
ど
ん
な
も
の
か
な
」
と
い
う

味
噌
づ
く
り
体
験

失
敗
し
な
い
味
噌
づ
く
り
の

失
敗
し
な
い
味
噌
づ
く
り
の

ポ
イ
ン
ト
を
伝
授

ポ
イ
ン
ト
を
伝
授

　

文
化
部
は
１１
月
１７
日
、
「
ア

ー
ト
と
和
食
の
融
合
ス
ペ
ー
ス　

楽
」
に
て
、「
味
噌
づ
く
り
体
験
」

を
開
催
し
１２
名
が
参
加
し
た
。

講
師
は
フ
ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
春
山
み
ど
り
氏
が
務

め
、
初
心
者
で
も
失
敗
し
な
い

味
噌
づ
く
り
の
工
程
を
丁
寧
に

ア
ド
バ
イ
ス
。
水
に
つ
け
て
柔

ら
か
く
し
た
国
産
大
豆
を
潰
し

て
麹
と
塩
を
均
等
に
混
ぜ
、
味

噌
玉
を
作
っ
て
消
毒
し
た
容
器

に
敷
き
詰
め
る
際
、
空
気
が
入

ら
な
い
よ
う
強
く
押
し
な
が
ら

詰
め
て
い
く
の
が
ポ
イ
ン
ト
。

ま
た
、
仕
込
ん
だ
味
噌
の
保
管

場
所
や
管
理
に
つ
い
て
、
湿
気

の
あ
る
場
所
は
避
け
完
熟
（
翌

年
１１
月
～
）
ま
で
触
ら
な
い
こ

と
を
推
奨
し
た
。
味
噌
づ
く
り

終
了
後
は
、
お
ば
ん
ざ
い
と
お

で
ん
の
コ
ー
ス
料
理
の
ほ
か
厳

選
さ
れ
た
日
本
酒
を
堪
能
し
、

親
睦
を
深
め
た
。
こ
の
度
、
齋

藤
先
生
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
感
想

を
掲
載
す
る
。

漠
然
と
し
た
興
味
が
あ
り
、
保

険
医
新
聞
の
案
内
に
掲
載
さ
れ

て
い
た
「
味
噌
づ
く
り
体
験
」

の
文
字
を
見
て
す
ぐ
に
参
加
を

申
し
込
み
ま
し
た
。
会
場
は
大

和
駅
近
く
の
「
ア
ー
ト
と
和
食

の
融
合
ス
ペ
ー
ス

楽
」
と
い

う
お
店
で
、
参
加
者
１０
人
ほ
ど

で
味
噌
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し

た
。
講
師
の
春
山
み
ど
り
氏
は
、

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
食
品
に
精
通
し

て
お
り
、
味
噌
づ
く
り
だ
け
で

な
く
、
理
想
的
な
食
事
や
調
味

料
の
選
び
方
ま
で
詳
し
く
説
明

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

味
噌
づ
く
り
体
験
で
は
、
す

で
に
大
豆
が
煮
え
た
状
態
で
下

ご
し
ら
え
し
て
あ
り
、
各
自
の

大
き
な
ボ
ウ
ル
に
大
豆
を
入
れ

て
も
ら
い
、
大
豆
潰
し
か
ら
始

ま
り
麹
を
ほ
ぐ
し
て
塩
を
均
等

に
混
ぜ
、
少
し
だ
け
煮
汁
を
足

し
て
よ
く
混
ぜ
る
。
そ
し
て
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
大
の
味
噌
玉
を
作

り
、
容
器
に
丁
寧
に
強
く
押
し

な
が
ら
詰
め
て
ゆ
き
、
最
後
に

蓋
を
し
て
あ
と
は
完
熟
さ
せ
る

た
め
に
１
年
間
待
つ
。
こ
れ
が

一
番
ツ
ラ
イ
と
こ
ろ
。
体
験
後

は
、
お
ば
ん
ざ
い
や
、
お
で
ん

の
コ
ー
ス
料
理
と
厳
選
さ
れ
た

日
本
酒
に
舌
鼓
。
日
本
酒
好
き

に
は
た
ま
ら
な
い
お
店
で
、
定

期
的
に
味
噌
作
り
の
講
習
会
も

開
催
し
て
い
る
の
で
、
是
非
、

み
な
さ
ん
も
今
人
気
の
味
噌
づ

く
り
を
体
験
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
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喘
息
が
基
礎
疾
患
と
み
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

※
査
定
事
由
Ａ
～
Ｄ
概
要

Ａ

：

療
養
担
当
規
則
等
に
照

ら
し
、
医
学
的
に
保
険
診
療

上
適
応
と
な
ら
な
い
も
の　

Ｂ

：

療
養
担
当
規
則
等
に
照

ら
し
、
医
学
的
に
保
険
診
療

上
過
剰
・
重
複
と
な
る
も
の

Ｃ

：

療
養
担
当
規
則
等
に
照

ら
し
、
Ａ
・
Ｂ
以
外
で
医
学

的
に
保
険
診
療
上
適
当
で
な

い
も
の

Ｄ

：

告
示
・
通
知
の
算
定
要

件
に
合
致
し
て
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
合
致
し
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

つくった味噌とともに記念撮影

医

療

費

相

談

室

◇
次
回
相
談
日

２
月
１９
日
（
水
）
午
後
２
時
～
５
時

℡

０
４
５
‐
３
１
３
‐
２
２
２
５

【
注
意
事
項
】通
話
料
は
相
談
者
の
ご
負
担
に
な
り
ま
す
。

※
事
前
予
約
も
可
能
で
す
。
協
会
・
地
域
医
療
対
策
部

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
℡

０
４
５
‐
３
１
３
‐
２

１
１
１
）。
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協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※《
重
要
》神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、日
医
生
涯
教
育
講
座（
Ｃ
Ｃ
）の
単
位

取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、①
医
籍
登
録
番
号
、②（
医
師
会
会
員
の
場
合
は
）所
属

郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す（
２５
年
２
月
よ
り
変
更
）。未
入
力
・
入

力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、単
位
を
取
得
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、当
会
は
一
切
の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
）。な
お
、会

場
参
加
の
場
合
は
、Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に
所
定
の
欄
に
ご
記
載
く
だ
さ
い
。

2月14日(金)午後7時30分～

地

域

医

療

学

習

会

　

メ
デ
ィ
ア
報
道
で
は
若
者
た
ち
の
大
麻
使
用
が
し
ば
し

ば
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
、
医
療
現
場
か
ら
見
る
か
ぎ

り
、
近
年
若
者
た
ち
の
健
康
を
最
も
蝕
ん
で
い
る
薬
物
は
、

何
と
い
っ
て
も
市
販
薬
で
あ
る
。
そ
う
し
た
市
販
薬
の
多

く
は
、
オ
ピ
オ
イ
ド
や
覚
醒
剤
原
料
、
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬

成
分
も
幻
覚
薬
類
似
成
分
、
そ
し
て
カ
フ
ェ
イ
ン
を
含
ん

で
お
り
、
過
剰
摂
取
に
よ
る
様
々
な
健
康
被
害
と
依
存
症

を
引
き
起
こ
す
。
今
回
の
講
演
で
は
、
そ
の
よ
う
な
市
販

薬
が
引
き
起
こ
す
健
康
被
害
の
実
態
、
な
ら
び
に
そ
の
背

景
に
あ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
若
年
者
の
市
販
薬
、
お

よ
び
カ
フ
ェ
イ
ン
乱
用

の
理
解
と
対
応
」

講
　
師
　
国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
精
神
・
神
経
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
精
神
保
健
研
究
所

薬
物
依
存
研
究
部

　
　
　
　
部
長

松
本　

俊
彦
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
１７（
急
性
中
毒
）」１
・
０
単

位
申
請
中

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
左
記
《
重
要
》
参
照
）】

お
申
込
み
　
地
域
医
療
対
策
部

2月6日(木)午後7時～ 2月1日(土)午後6時～

歯

科

臨

床

研

究

会

　

医
療
技
術
の
向
上
と
同
時
に
、
医
療
ケ
ア
、
教
育
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
な
ど
が
充
実
し
た

こ
と
に
よ
り
、
障
害
の
あ
る
人
の
平
均
寿
命
は
延
伸
し
、

障
害
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
生
涯
に
わ
た
り
健
康

的
な
生
活
を
支
え
る
た
め
に
は
、
予
防
的
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の

面
で
、
早
期
か
ら
の
歯
科
疾
患
や
摂
食
嚥
下
機
能
の
獲
得
・

障
害
へ
の
対
応
が
必
要
で
す
。
今
回
は
、
障
害
特
性
に
配

慮
し
た
歯
科
疾
患
予
防
の
た
め
に
地
域
診
療
所
で
実
践
で

き
る
歯
科
臨
床
と
歯
科
医
療
連
携
に
つ
い
て
お
話
し
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
地
域
に
お
け
る
障
害
者
歯
科

診
療
の
実
践
と
展
望
」

講
　
師
　
神
奈
川
歯
科
大
学

全
身
管
理
歯
科
学
講
座

　
　
　
　
障
害
者
歯
科
学
分
野

　
　
　
　
教
授

小
松　

知
子
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
講
師
は
来
場
予
定
で
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

臨

床

懇

話

会

　

厚
生
労
働
省
の
発
表
で
、
脳
卒
中

：

脳
血
管
障
害
は

日
本
人
の
死
因
の
第
４
位
で
、
寝
た
き
り
と
な
る
原
因
の

第
１
位
の
病
気
で
す
（
２
０
２
１
年
デ
ー
タ
）
。
脳
梗
塞

は
脳
卒
中
の
約
８
割
を
占
め
る
病
気
で
、
今
回
、
脳
梗
塞

の
診
断
と
治
療
に
関
し
て
概
説
し
ま
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
脳
梗
塞
治
療

Ｕ
Ｐ

Ｔ
Ｏ

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ｅ
」

講
　
師
　
え
び
な
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
院
長

岩
田　

智
則
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
７８（
脳
血
管
障
害
後
遺

症
）」１
単
位

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

お
申
込
み
　
研
究
部

会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

1月30日(木)／2月6日（木）／2月15日（土）午後2時～

確
定
申
告
対
策
講
習
会

確
定
申
告
無
料
個
別
相
談
会

　

令
和
７
年
３
月
の
確
定
申
告
に
向
け
て
、
左
記
の
日
程

で
確
定
申
告
対
策
講
習
会
お
よ
び
確
定
申
告
に
関
す
る
個

別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
講
習
会
で
は
、
決
算
書
の
内

容
や
書
き
方
、
申
告
書
記
載
ま
で
を
２
回
に
分
け
て
税
理

士
よ
り
解
説
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
に
関
す
る

個
別
相
談
で
は
、
時
間
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
具
体

的
な
相
談
を
受
け
付
け
て
税
理
士
よ
り
助
言
を
い
た
だ
き

ま
す
（
個
別
相
談
会
は
完
全
予
約
制
）
。

◆
講
習
会
　
※
必
ず
筆
記
用
具
と
電
卓
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

講
習
①

　
と
　
き
　
１
月
３０
日
（
木
）

　
テ
ー
マ
　「
令
和
６
年
分

青
色
申
告

決
算
書
作
成
の
留
意
点
」

　
講
　
師
　
税
理
士

松
本　

重
明
氏

講
習
②

　
と
　
き
　
２
月
６
日
（
木
）

　
テ
ー
マ
　「
令
和
６
年
分

青
色
申
告

『
確
定
申
告
書
』の
作
成
」

　
講
　
師
　
税
理
士

高
垣　

希
氏

◆
相
談
会
　
※
５
名
の
税
理
士
で
対
応
し
ま
す
。

　
と
　
き
　
２
月
１５
日
（
土
）

　
と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室

　
定
　
員
　
２５
名

■
い
ず
れ
も
時
間
は
午
後
２
時
～
４
時

３０
分
。

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
講
習
会
…
⑴
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

⑵
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

　
相
談
会
…
事
前
に
電
話
に
て
お
申
込
み

※
２
月
１５
日
（
土
）
の
確
定
申
告
無
料
個
別
相
談
会
は
完

全
予
約
制
で
す
。
予
約
枠
は
３０
分
の
た
め
、
ご
相
談
は

１
医
療
機
関
に
つ
き
３０
分
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。
原

則
現
地
で
の
開
催
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

参
加
を
ご
希
望
の
場
合
は
事
前
に
お
申
出
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
相
談
に
必
要
な
帳
簿
類
や
書
類
な
ど
は
事
前
に

ご
準
備
の
上
、
相
談
に
臨
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
個
別
相
談
会
は
申
込
状
況
に
よ
り
、
ご
希
望

の
時
間
を
お
取
り
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
　
税
対
経
営
部

2月11日(火・祝)午後1時～
医
師
及
び
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
た
め
の

第
４１
回
糖
尿
病
セ
ミ
ナ
ー

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

メ
イ
ン
テ
ー
マ
　「
糖
尿
病
治
療
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
」

講
　
演

①
テ
ー
マ
　「
経
口
血
糖
降
下
薬

Ｕ
Ｐ
Ｄ
Ａ
Ｔ
Ｅ

―A
dditional B

enefits

を

見
据
え
て
―
」

　
講
　
師
　
北
里
大
学
医
学
部

糖
尿
病
・
内
分
泌
代
謝
内
科
学

　
　
　
　
　
主
任
教
授

宮
塚　

健
氏

②
テ
ー
マ
　「
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
よ
う

と
し
て
い
る
イ
ン
ス
リ
ン

治
療
戦
略
」

　
講
　
師
　
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学

糖
尿
病
・
代
謝
・
内

分
泌
内
科

主
任
教
授

西
村　

理
明
氏

参
加
費
　
１
千
円
※
振
込
後
の
返
金
は
致
し
か
ね
ま
す
。

定
　
員
　
１
千
名

参
加
方
法
　
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

　
　
　
　
　
協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

※
登
録
の
際
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は
、
キ
ャ
リ
ア
メ
ー
ル

（docom
o

等
）
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｃ
やgm

ail

な
ど
の
ア

ド
レ
ス
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※
登
録
完
了
後
に
自
動
返
信
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
場
合

は
、
お
手
数
で
す
が
再
度
、
ご
登
録
下
さ
い
。

※
登
録
完
了
後
、
参
加
費
を
２
月
３
日
（
月
）
ま
で
に
下

記
口
座
へ
お
振
込
み
く
だ
さ
い
。
通
信
欄
に
「
事
前
登

録
者
の
氏
名
（
複
数
の
場
合
は
全
員
分
）」
と
「
第
４１

回
糖
尿
病
セ
ミ
ナ
ー
参
加
費
」
と
記
載
し
、
振
込
人
名

（
＝
事
前
登
録
者
の
氏
名
）
の
前
に
「
４１
」
を
付
記
し

て
く
だ
さ
い
（【
例
】
振
込
人
名

：

４１
ホ
ケ
ン
イ

タ

ロ
ウ
）。
数
字
の
付
記
が
な
い
場
合
、
参
加
費
の
確
認

が
と
れ
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
入
金
確
認
に
日
数

を
要
す
る
た
め
、
お
早
め
に
お
振
込
み
を
お
願
い
致
し

ま
す
。

※
①
神
奈
川
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認
定
・
更
新
の
た
め
の

研
修
会
（
２
単
位
）
申
請
中
、
②
日
本
糖
尿
病
協
会
糖

尿
病
認
定
医
（
登
録
歯
科
医
）
取
得
の
た
め
の
講
習
会

申
請
中
、③
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ
「
７６
（
糖
尿
病
）」

１
・
５
単
位
申
請
中
【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下

記
《
重
要
》
参
照
）】。
な
お
、
①
と
②
の
参
加
証
は
、

セ
ミ
ナ
ー
終
了
１
週
間
後
を
目
安
に
メ
ー
ル
で
ご
送
付

予
定
で
す
。

※
Ｋ
Ｌ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
認
定
機
構
の
規
定
変
更
に
よ
り
、
第
４１
回

セ
ミ
ナ
ー
か
ら
単
位
数
が
２
単
位
と
な
り
ま
し
た
。
予

め
ご
了
承
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
日
本
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認
定
・
更
新
は
認
定
対
象
外

で
す
。

※
原
則
、
遅
刻
・
早
退
さ
れ
た
場
合
は
、
参
加
証
の
デ
ー

タ
配
布
は
致
し
か
ね
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

共
　
催
　
神
奈
川
県
保
険
医
協
会
／
ノ
ボ
ノ
ル
デ
ィ
ス
ク

フ
ァ
ー
マ
㈱

お
申
込
み
　
研
究
部



医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制

整
備
加
算
・
医
療
情

報
取
得
加
算
関
連

Ｑ
：
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
の
２
０
２
５
年
２
月

か
ら
の
算
定
に
つ
い
て
、

変
更
点
は
あ
る
か
。

Ａ
：
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
は
「
マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
率
」
に
よ
っ
て
加

算
１
〜
３
の
い
ず
れ
を
算

定
す
る
の
か
が
変
わ
る

が
、
こ
れ
ま
で
「
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
件
数
ベ
ー

ス
」
の
利
用
率
を
用
い
る

こ
と
も
で
き
た
が
、
２
月

か
ら
は
「
レ
セ
プ
ト
件
数

ベ
ー
ス
」
の
利
用
率
の
み

を
用
い
る
。
３
月
〜
５
月

前
（
２
０
２
５
年
２
月
算

定
の
場
合
、
２
０
２
４
年

９
月
、
10
月
、
11
月
）
の

い
ず
れ
か
の
月
の
「
レ
セ

プ
ト
件
数
ベ
ー
ス
」
の
利

医
科
・
歯
科
共
通

用
率
が
10
％
に
達
し
て
い

れ
ば
加
算
３（
医
科
８
点
、

歯
科
６
点
）
を
、
20
％
に

達
し
て
い
れ
ば
加
算
２

（
医
科
10
点
、
歯
科
８
点
）

を
、
30
％
に
達
し
て
い
れ

ば
加
算
１
（
医
科
11
点
、

歯
科
９
点
）を
算
定
す
る
。

Ｑ
：
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
を
算
定
す
る
に
は
電

子
処
方
箋
に
よ
り
処
方
箋

を
発
行
で
き
る
体
制
が
必

要
か
。

Ａ
：
２
０
２
５
年
３
月
31
日
ま

で
は
経
過
措
置
に
よ
り
必

要
な
い
が
、
４
月
１
日
以

降
は
必
要
に
な
る
。

Ｑ
：
医
療
情
報
取
得
加
算
１
〜

加
算
４
に
つ
い
て
、
２
０

２
４
年
12
月
か
ら
一
本
化

（
初
診
時
月
１
回
、
再
診

時
は
３
ヵ
月
に
１
回
の
算

定
）
さ
れ
た
が
、
初
診
時

に
１
回
算
定
し
、
同
月
の

再
診
時
に
さ
ら
に
１
回
算

定
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

Ａ
：
算
定
で
き
な
い
。

Ｑ
：
医
療
情
報
取
得
加
算
は
初

診
時
に
月
１
回
、
再
診
時

は
３
ヵ
月
に
１
回
の
算
定

だ
が
、初
診
時
に
算
定
し
、

医
療
Ｄ
Ｘ
加
算
、

生
活
習
慣
病
管
理
料
な
ど
難
解

医
科
・
歯
科
よ
く
あ
る
質
問
ま
と
め
ま
し
た

　

昨
年
６
月
の
診
療
報
酬
改
定
か
ら
半
年
以
上
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
複
雑
な
改
定

内
容
ゆ
え
に
現
在
も
協
会
に
は
日
々
多
く
の
問
い
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

以
下
、
会
員
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
医
科
・
歯
科
の
質
問
（
改
定
内
容
以
外

含
む
）
を
掲
載
す
る
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

川
崎
支
部
限
定
！

　

昨
年
は
喜
寿
と
結
婚
50

年
、
７
月
の
夏
休
み
を
利

用
し
て
夫
婦
で
ス
イ
ス
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
目
的

は
２
つ
、
世
界
３
大
北
壁

と
近
隣
の
山
を
眺
め
る
こ

と
、
そ
し
て
オ
ー
ケ
・
セ

ニ
ン
グ
先
生
の
お
墓
参
り

で
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
お

墓
参
り
が
中
断
し
て
い
た

の
で
、
今
回
は
し
っ
か
り

調
査
の
上
出
か
け
ま
し

た
。
ス
イ
ス
に
は
、
チ
ュ

ー
リ
ッ
ヒ
（
お
墓
参
り
）

↓
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ド

（
★
ア
イ
ガ
ー
、メ
ン
ヒ
、

ユ
ン
グ
フ
ラ
ウ
）
↓
ツ
ェ

ル
マ
ッ
ト
（
★
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
）
↓
シ
ャ
モ
ニ
ー

（
★
グ
ラ
ン
ド
ジ
ョ
ラ
ス
、

モ
ン
ブ
ラ
ン
）
↓
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
に
泊
ま
り
ま
し
た

が
、
連
日
快
晴
に
恵
ま
れ

ま
し
た（
★
が
３
大
北
壁
）。

私の

今回は〝趣味

〝

寄稿コーナー

心臓病の先達の
お墓参り
川崎区　桑島　政臣

そ
の
翌
月
の
再
診
時
に
算

定
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

そ
れ
と
も
初
診
か
ら
３
ヵ

月
後
で
な
け
れ
ば
算
定
で

き
な
い
か
。

Ａ
：
初
診
月
の
翌
月
に
算
定
で

き
る
。

生
活
習
慣
病
管
理
料

関
連

Ｑ
：
糖
尿
病
の
患
者
に
生
活
習

慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）
あ
る

い
は
（
Ⅱ
）
と
、
在
宅
自

己
注
射
指
導
管
理
料
を
併

算
定
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

Ａ
：
糖
尿
病
を
主
病
と
す
る
患

者
に
は
併
算
定
で
き
な
い

が
、
脂
質
異
常
症
や
高
血

圧
症
が
主
病
で
、
糖
尿
病

が
副
病
の
患
者
に
は
併
算

定
で
き
る
。

Ｑ
：
生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅰ
）

あ
る
い
は
（
Ⅱ
）
と
、
在

宅
療
養
指
導
管
理
料
（
在

宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
料

や
在
宅
持
続
陽
圧
呼
吸
療

法
指
導
管
理
料
な
ど
）
を

併
算
定
す
る
こ
と
は
可
能

か
。

Ａ
：
併
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

Ｑ
：
２
０
２
５
年
１
月
ま
で
生

活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）

を
算
定
し
て
い
た
患
者

に
、
２
月
か
ら
生
活
習
慣

医
科

病
管
理
料
（
Ⅱ
）
を
算
定

す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

Ａ
：
算
定
で
き
な
い
。
最
後
に

生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅰ
）

を
算
定
し
た
月
か
ら
６
月

以
内
は
、
生
活
習
慣
病
管

理
料
（
Ⅱ
）
は
算
定
で
き

な
い
。
１
月
に
生
活
習
慣

病
管
理
料
（
Ⅰ
）
を
算
定

し
た
場
合
、
２
〜
６
月
に

生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅰ
）

を
算
定
し
な
け
れ
ば
、
７

月
か
ら
生
活
習
慣
病
管
理

料（
Ⅱ
）を
算
定
で
き
る
。

在
宅
・
検
査
等

Ｑ
：
２
０
２
４
年
６
月
改
定

で
、
往
診
料
に
在
宅
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
が
新
設

さ
れ
た
が
、
従
来
の
在
宅

患
者
訪
問
診
療
料
の
在
宅

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と

ど
う
異
な
る
の
か
。

Ａ
：
従
来
の
在
宅
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加
算
は
、
在
宅
患
者

訪
問
診
療
料
に
付
随
す
る

加
算
で
あ
る
た
め
、
例
え

ば
初
診
往
診
（
往
診
料
を

算
定
）
を
行
っ
て
、
そ
の

次
の
訪
問
が
看
取
り
往
診

（
往
診
料
を
算
定
）
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な

ど
、
在
宅
患
者
訪
問
診
療

料
を
一
度
も
算
定
で
き
な

か
っ
た
患
者
に
は
加
算
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
往
診
料
に
付
随
す
る
在

宅
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算

は
、
死
亡
日
及
び
死
亡
日

前
14
日
以
内
（
計
15
日
）

に
退
院
時
共
同
指
導
料
１

を
算
定
し
、
か
つ
死
亡
日

及
び
死
亡
日
前
14
日
以
内

（
計
15
日
）
に
往
診
を
実

施
し
て
い
れ
ば
算
定
で
き

る
。

Ｑ
：
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
抗
原
定
性
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
陰
性
。
再
度
来
院

し
た
患
者
に
２
回
目
の
算

定
は
可
能
か
。

Ａ
：
発
症
後
48
時
間
以
内
で
あ

れ
ば
算
定
可
能
。

Ｑ
：
診
療
時
間
外
に
急
遽
来
院

し
た
患
者
に
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
抗
原
定
性

を
実
施
。
そ
の
際
、
時
間

外
緊
急
院
内
検
査
加
算
を

算
定
で
き
る
か
。

Ａ
：
算
定
で
き
る
。
時
間
外
緊

急
院
内
検
査
加
算
は
直
ち

に
何
ら
か
の
処
置
・
手
術

等
が
必
要
で
あ
る
患
者
が

算
定
対
象
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
２
０
２
４
年

９
月
30
日
の
「
支
払
基
金

に
お
け
る
審
査
の
一
般
的

な
取
扱
い
（
第
16
回
）」

に
お
い
て
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
抗
原
定
性

実
施
時
に
も
算
定
可
能
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た

（
社
保
、
国
保
と
も
に
算

定
で
き
る
）。

Ｑ
：
舌
圧
検
査
な
ど
の
検
査
の

み
を
行
っ
た
日
に
、
歯
科

治
療
時
医
療
管
理
料
（
医

管
）
を
算
定
す
る
こ
と
は

可
能
か
。

Ａ
：
医
管
の
対
象
と
な
る
診
療

は
、
手
術
全
般
と
一
部
の

処
置
、
歯
冠
修
復
・
欠
損

補
綴
等
と
な
っ
て
お
り
、

検
査
は
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
る
た
め
算
定
が
で

き
な
い
。
医
管
の
管
理
対

象
と
な
る
診
療
に
つ
い
て

は
、
書
籍
「
歯
科
保
険
診

療
の
研
究
（
２
０
２
４
年

６
月
版
）」
の
35
ペ
ー
ジ

も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

Ｑ
：
口
腔
内
に
刺
さ
っ
て
取
れ

な
く
な
っ
た
人
工
物
を
除

去
し
た
際
、
何
か
算
定
で

き
る
点
数
は
あ
る
か
。

Ａ
：
口
腔
内
軟
組
織
異
物
（
人

工
物
）
除
去
術
が
算
定
で

き
る
。「
簡
単
な
も
の
」

（
30
点
）
は
、
異
物
（
人

工
物
）
が
比
較
的
浅
い
組

織
内
に
あ
り
、
非
観
血
的

あ
る
い
は
簡
単
な
切
開
で

除
去
で
き
る
場
合
に
算
定

可
能
。
な
お
、
口
腔
組
織

に
さ
さ
っ
て
い
る
魚
骨
を

除
去
し
た
場
合
は
、
基
本

診
療
料
に
含
ま
れ
別
に
算

定
で
き
な
い
。

Ｑ
：
チ
タ
ン
冠
は
、
大
臼
歯
部

で
あ
れ
ば
セ
ッ
ト
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。

Ａ
：
チ
タ
ン
冠
は
大
臼
歯（
６
、

７
、
８
番
）
で
あ
れ
ば
セ

ッ
ト
可
能
。
た
だ
し
、
分

割
抜
歯
を
行
っ
た
大
臼
歯

に
対
し
て
用
い
る
場
合
は

認
め
ら
れ
な
い
。

歯
科

　

セ
ニ
ン
グ
先
生
（
１
９

１
５

－

２
０
０
０
）は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
す
が
、

キ
ャ
リ
ア
の
最
後
は
チ
ュ

ー
リ
ッ
ヒ
大
学
の
心
臓
外

科
教
授
で
し
た
。
世
界
初

の
数
々
の
業
績
が
あ
り
ま

す
が
、
中
で
も
大
血
管
転

位
症
の
セ
ニ
ン
グ
手
術
、

世
界
初
の
植
え
込
み
型
心

臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
の
開

発
と
手
術
な
ど
が
有
名
で

す
。
そ
し
て
グ
リ
ュ
ン
ツ

ィ
ッ
ヒ
に
よ
る
世
界
初
の

経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術

（
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
）
を
心
臓
外

科
医
と
し
て
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
応
援
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
（
１
９

７
７
年
）。

　

セ
ニ
ン
グ
先
生
の
お
墓

は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
駅
か

ら
路
面
電
車
で
約
20
分
程

度
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
動
物

園
の
近
く
の
フ
ラ
ン
タ
ン

墓
地
に
あ
り
ま
し
た
。

セニング先生のお墓



支部幹メンバーに聞く支部幹メンバーに聞く

　
　
　
　
　
　
　
　

二
村　

哲

　

今
ま
で
の
保

険
証
を
使
い
続

け
た
い
と
い
う

患
者
さ
ん
の
想
い
に
寄
り
添
い
な
が

ら
の
診
療
と
、
子
ど
も
第
一
の
家
庭

を
両
立
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

田
村　

義
民

　

愛
、
喜
び
、

平
安
、
寛
容
、

親
切
、
善
意
、

誠
実
、
柔
和
、
自
制
の
実
が
結
ば
れ

る
よ
う
、
砕
か
れ
た
心
を
切
に
求
め

て
歩
み
た
い
と
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

上
原　

良
一

　

青
森
協
会
で
ご

活
躍
の
佐
原
若

子
先
生
が
衆
議

院
に
当
選
し
ま
し
た
。
数
少
な
い
衆

議
院
の
歯
科
医
で
す
。
期
待
を
し
て

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

山
鹿　

高
義

　

年
々
増
え
て

い
く
情
報
や
妄

言
に
惑
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
ま
っ
す
ぐ
進
め
る
よ
う

に
精
進
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い

と
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

中
島　

博
樹

　

ス
タ
ッ
フ
が

働
き
や
す
い
診

療
所
を
目
指
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
脇　

誠

　

還
暦
を
迎
え

衰
え
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た

た
め
体
力
、
筋
力
維
持
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川　

洋

　

体
調
を
崩
さ

ず
、
お
い
し
い

食
事
を
と
る
！

こ
れ
以
上
太
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

安
藤　

諒

　

今
年
は
健
康

に
気
を
つ
け

て
、
趣
味
の
居

合
道
や
合
気
道
の
昇
段
審
査
に
合
格

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

川
俣　

か
ほ
る

　

こ
の
数
年
、

首
と
腕
、
肘
、

手
首
の
痛
み
で

運
動
を
制
限
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨

秋
よ
り
整
体
に
通
い
始
め
、
整
体
師

さ
ん
が
も
う
一
度
運
動
す
る
た
め
に

取
り
組
み
ま
し
ょ
う
と
。
１
年
程
だ

ま
さ
れ
た
と
思
っ
て
通
っ
て
み
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
今
年
は
球
技
な
ど

で
き
る
よ
う
に
な
れ
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　

さ
ち
代

　

た
く
さ
ん
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
す

る
年
。
い
ま
ま

で
得
て
き
た
知
識
す
べ
て
を
使
っ
て

情
報
提
供
し
、
人
に
安
心
を
提
供
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

中
島　

啓
介

　

と
う
と
う
高

コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
血
症
に
な

り
、
薬
物
療
法
を
受
け
て
い
ま
す
。

服
薬
で
な
ん
と
か
正
常
値
を
維
持
し

て
い
ま
す
が
、
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う

に
頑
張
り
ま
す
。
今
年
も
、
普
段
通

り
淡
々
と
、
な
る
べ
く
平
常
運
転
で

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

原　

弘
明

　

①
健
康
と
体

力
維
持
。
ジ
ム

通
い
と
ス
キ

ー
。
ピ
ア
ノ
の
練
習
。
②
不
適
切
に

も
ほ
ど
が
あ
る
も
の
を
少
し
で
も
正

し
た
い
。（
マ
イ
ナ
保
険
証
、裏
金
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
地
球

気
候
危
機
）

こ
ど
も
医
療
費
め
ぐ
り
会
派
ま
わ
り

一
部
負
担
金
の
不
合
理
訴
え

　
　
　

み
ら
い
、共
産
、川
崎
・
維
新
と
懇
談

　

川
崎
市
こ
ど
も
の
医
療
費
無

料
化
を
求
め
る
連
絡
会（
以
下
、

連
絡
会
）
は
昨
夏
、
通
院
時
の

小
児
医
療
費
助
成
制
度
の
拡
充

を
求
め
て
会
派
ま
わ
り
を
実

施
。
二
村
協
会
副
理
事
長
は
じ

め
川
崎
市
民
ら
12
名
が
赴
き
、

小
児
医
療
費
助
成
制
度
の
「
窓

口
一
部
負
担
金
の
撤
廃
」
お
よ

び
「
対
象
年
齢
18
歳
ま
で
の
引

き
上
げ
」
を
訴
え
た
。

　

自
民
党
と
の
懇
談
（
２
０
２

４
年
７
月
25
日
号

既
報
）
に
続
き
、

７
月
18
日
に
は
３

党
と
の
懇
談
が
実

現
し
た
（
公
明
党

と
は
日
程
が
合
わ

ず
、
資
料
の
み
の

お
渡
し
）。

　
「
み
ら
い
」
か

ら
は
、堀
添
団
長
、

木
庭
副
団
長
が
対

応
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

強
化
が
求
め
ら
れ

る
中
、
ふ
る
さ
と

と
な
ど
に
触
れ
、
余
剰
過
多
と

な
っ
て
い
る
減
債
基
金
の
活
用

で
制
度
拡
充
に
対
応
で
き
る
と

の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
「
川
崎
・
維
新
」
か
ら
は
、

岩
田
団
長
、
重
冨
議
員
が
対
応

し
た
。
３
月
下
旬
に
結
成
し
た

共
同
会
派
で
あ
り
連
絡
会
と
は

初
の
懇
談
。
議
員
は
、
参
加
者

の
個
別
事
情
に
傾
聴
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
川
崎
市
で
は
４

年
生
以
上
の
小
学
生
か
ら
徴
収

し
て
い
る
一
部
負
担
金
（
最
大

５
０
０
円
）
が
、
県
基
準
（
最

大
２
０
０
円
）
を
上
回
っ
て
い

る
不
合
理
な
状
況
に
つ
い
て
問

題
性
を
認
識
。党
に
持
ち
帰
り
、

対
応
を
協
議
し
た
い
と
の
発
言

が
あ
っ
た
。

花
田　

徹
野

　

医
療
改
悪
を

ひ
し
ひ
し
と
感

じ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
保
険
医
協

会
の
益
々
の
発
展
を
期
し
、
ま
た
微

力
な
が
ら
、
保
険
医
協
会
の
お
役
に

立
て
る
様
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

稲
木　

建
郎

　

Ｄ
Ｘ
の
目
的

の
１
つ
は
利
便

性
の
向
上
の

筈
。
本
当
に
？
こ
の
テ
ー
マ
を
追
い

か
け
る
１
年
に
!!

2025年 私の抱負2025年 私の抱負

納
税
に
よ
る
住
民
税
の
流
出
を

は
じ
め
と
し
て
今
年
度
は
税
収

だ
け
で
は
す
べ
て
を
賄
え
な
い

厳
し
い
財
政
状
況
が
語
ら
れ

た
。
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
は

段
階
的
に
で
も
負
担
を
減
ら
せ

る
よ
う
模
索
し
て
い
る
と
し
、

連
絡
会
の
「
市
長
へ
の
『
ひ
と

こ
と
カ
ー
ド
』」
集
約
も
重
要

だ
と
の
エ
ー
ル
が
あ
っ
た
。

　

共
産
党
か
ら
は
、宗
田
団
長
、

石
川
、
市
古
、
後
藤
、
斉
藤
各

議
員
が
対
応
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
開
口
一
番
、
要

請
を
承
っ
た
と
の
発
言
が
あ
っ

た
。
川
崎
市
は
政
令
市
の
中
で

財
政
力
指
数
ト
ッ
プ
で
あ
る
こ

と
、
県
内
他
自
治
体
で
は
川
崎

市
よ
り
財
政
力
が
厳
し
く
て
も

制
度
拡
充
を
実
現
し
て
い
る
こ

共産 宗田団長

共産 後藤議員

川崎・維新 重冨議員

みらい 木庭副団長

共産 市古議員

川崎・維新 岩田団長

みらい 堀添団長

共産 石川議員

共産 斉藤議員

続 

報

川崎支部研究会のご案内

医療関係者のための
ネット誹謗中傷対策

開　催： 2月28日（金）19時30分～21時予定
開催形態：WEBライブ配信（ウェビナー）
講　師：服部啓法律事務所
　　　　弁護士　深澤　諭史氏

（講師からのメッセージ）
本セミナーでは、医療関係者が直面するネット上の誹
謗中傷問題を、憲法・法律上の「表現の自由」とその
例外の基礎から解説します。実務的な対応方法、新し
い発信者情報開示制度や実例（判決）紹介を通じ、被
害拡大を防ぐ対応策や医療機関口コミ対策、弁護士の
選び方・活用法まで学び、効果的なリスク回避手法を
身につけていただきます。

　協会川崎支部らで組織する「川崎市こどもの医療費無料
化を求める連絡会」ではこの度、小児医療費助成制度の「一
部負担金500円の撤廃」「対象年齢18才までの助成拡充」
を目指し、陳情署名に取り組むこととなりました。署名に
ご協力いただける方は署名用紙をお送り致しますので、協
会川崎支部（TEL：045－313－2111）までご連絡くだ
さい。署名は2025年５月末まで受け付けます。

川崎市のこども医療費　助成拡充を
求める陳情署名ご協力のお願い

【対象】　会員・医療機関スタッフ、ご家族など
【参加費】無料
【開催形態】WEBライブ配信（Zoomウェビナー）
【お申込み方法】（事前申し込み必須）
右記QRコードからお申込みください。協会
ホームページ「いい医療.com」のイベント
カレンダーからもお申込みが可能です。
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